
 
 

大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 
第 6 回 協議会 WEB 会議 

 

                                      日時：令和 2年 7月 15 日（水）13 時 30 分～14 時 30 分 

                               場所：WEB 会議 

 

 

次   第 
 
 

１ 挨拶 
 

２ 議事 

  議題事項 
Ⅰ．規約改定 

 

Ⅱ．「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく大和川上流部 

大規模氾濫域の減災に係る取組方針（案）の内容について 

 

令和元年度 機関ごとの具体的な取組 

 

Ⅲ．令和２年度の重点的取組（案） 

 

Ⅳ．今後の減災協議会の開催スケジュール 

 
３ その他 

 

４ 閉会 
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気
候

変
動

を
踏

ま
え

た
水

災
害

対
策

の
取

組
に

つ
い

て

大
和

川
上

流
部

大
規

模
氾

濫
に

関
す

る
減

災
対

策
協

議
会

資
料

1-
2



○
近

年
の

水
災

害
に

よ
る

甚
大

な
被

害
を

受
け

、
施

設
能

力
を

超
過

す
る

洪
水

が
発

生
す

る
も

の
へ

と
意

識
を

改
革

し
、

氾
濫

に
備

え
る

、
「
水

防
災

意
識

社
会

」
の

再
構

築
を

進
め

て
き

た
。

○
今

後
、

こ
の

取
組

を
さ

ら
に

一
歩

進
め

、
気

候
変

動
の

影
響

や
社

会
状

況
の

変
化

な
ど

を
踏

ま
え

、
あ

ら
ゆ

る
関

係
者

が
協

働
し

て
流

域
全

体
で

対
応

す
る

「
流

域
治

水
」
へ

転
換

。

「
流

域
治

水
」
へ

の
転

換

流 域 治 水

治
水

対
策

を
転

換

従 来 の 治 水

防
災

・
減

災
が

主
流

と
な

る
社

会
「

水
防

災
意

識
社

会
」

の
再

構
築

気
候

変
動

社
会

動
向

の
変

化
（

人
口

減
少

・
S
o
c
ie
ty

5
.0

な
ど

）

河
川

、
下

水
道

、
砂

防
、

海
岸

等
の

管
理

者
主

体
の

ハ
ー

ド
対

策

役
割

分
担

を
明

確
化

し
た

対
策

河
川

区
域

や
氾

濫
域

に
お

い
て

対
策

を
実

施
。

河
川

区
域

等
が

中
心

の
対

策

国
・

都
道

府
県

・
市

町
村

、
企

業
・

住
民

な
ど

流
域

全
体

の
あ

ら
ゆ

る
関

係
者

に
よ

る
治

水
対

策

河
川

区
域

や
氾

濫
域

の
み

な
ら

ず
、

集
水

域
含

め
た

流
域

全
体

で
対

策
を

実
施

。

あ
ら

ゆ
る

関
係

者
の

協
働

に
よ

る
対

策

あ
ら

ゆ
る

場
所

に
お

け
る

対
策

1
1-
3



○
河

川
、

下
水

道
、

砂
防

、
海

岸
等

の
管

理
者

が
主

体
と

な
っ

て
行

う
治

水
対

策
に

加
え

、
集

水
域

と
河

川
区

域
の

み
な

ら
ず

、
氾

濫
域

も
含

め
て

一
つ

の
流

域
と

し
て

捉
え

、
そ

の
流

域
の

関
係

者
全

員
が

協
働

し
て

、
①

氾
濫

を
で

き
る

だ
け

防
ぐ

対
策

、
②

被
害

対
象

を
減

少
さ

せ
る

た
め

の
対

策
、

③
被

害
の

軽
減

、
早

期
復

旧
・
復

興
の

た
め

の
対

策
、

を
総

合
的

か
つ

多
層

的
に

取
り

組
む

。

「
流

域
治

水
」
の

考
え

方

集
水

域

貯
留

氾
濫

域
氾

濫
域

海
岸

管
理

者

河
川

管
理

者

下
水

道
管

理
者

利
水

事
業

者

農
業

従
事

者

民
間

企
業

公
共

交
通

機
関

民
間

ビ
ル

砂
防

地
域

住
民

2

①
【

氾
濫

を
で

き
る

だ
け

防
ぐ

た
め

の
対

策
】

氾
濫

を
防

ぐ
堤

防
等

の
治

水
施

設
や

流
域

の
貯

留
施

設
等

整
備

②
【

被
害

対
象

を
減

少
さ

せ
る

た
め

の
対

策
】

氾
濫

し
た

場
合

を
想

定
し

て
、

被
害

を
回

避
す

る
た

め
の

ま
ち

づ
く

り
や

住
ま

い
方

の
工

夫
等

③
【

被
害

の
軽

減
・

早
期

復
旧

・
復

興
の

た
め

の
対

策
】

氾
濫

の
発

生
に

際
し

、
確

実
な

避
難

や
経

済
被

害
軽

減
、

早
期

の
復

旧
・

復
興

の
た

め
の

対
策

1-
4



①
氾

濫
を

で
き

る
だ

け
防

ぐ
た

め
の

対
策

た
め

る
氾

濫
水

を
減

ら
す

【
さ

ら
な

る
堤

防
強

化
】

・
越

流
・

越
波

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
決

壊
し

に
く

い
「

粘
り

強
い

堤
防

」
を

目
指

し
た

堤
防

の
強

化
を

実
施

・
更

な
る

堤
防

の
強

化
に

向
け

、
継

続
的

な
技

術
開

発

【
企

業
等

の
様

々
な

関
係

者
の

参
画

と
全

国
展

開
】

・
利

水
ダ

ム
等

の
事

前
放

流
の

本
格

化

・
民

間
ビ

ル
等

の
貯

留
浸

透
施

設
の

整
備

・
流

域
対

策
の

拡
充

と
全

国
展

開

・
遊

水
機

能
を

有
す

る
土

地
の

保
全

【
整

備
の

加
速

】
・

堤
防

整
備

や
河

道
掘

削
、

ダ
ム

、
遊

水
地

等
の

整
備

流
す

こ れ ま で の 取 組 こ れ か ら の 取 組○
流

域
全

体
で

「
た

め
る

」
対

策
、

「
な

が
す

」
対

策
、

「
氾

濫
水

を
減

ら
す

」
対

策
、

「
浸

水
範

囲
を

限
定

す
る

」
対

策
※
を

組
み

合
わ

せ
、

整
備

を
加

速
化

。

○
都

市
化

が
著

し
い

河
川

で
進

め
て

き
た

流
域

の
貯

留
対

策
を

、
全

国
に

展
開

し
、

手
段

も
充

実
。

○
氾

濫
が

発
生

し
た

と
し

て
も

氾
濫

水
を

少
な

く
す

る
た

め
に

、
堤

防
の

決
壊

を
防

ぐ
取

組
を

推
進

。

・
都

市
部

の
河

川
流

域
を

中
心

に
、

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
整

備
を

実
施

。

・
堤

防
決

壊
ま

で
の

時
間

を
少

し
で

も
引

き
延

ば
す

よ
う

、
堤

防
構

造
を

工
夫

す
る

対
策

を
実

施
。

・
遊

水
地

の
整

備
、

ダ
ム

の
建

設
・

再
生

を
実

施
し

て
治

水
容

量
を

確
保

。

・
河

川
改

修
を

上
下

流
・

左
右

岸
バ

ラ
ン

ス
を

考
慮

し
、

下
流

か
ら

順
次

実
施

。

対
策

の
ス

ピ
ー

ド
ア

ッ
プ

、
多

様
な

関
係

者
が

協
働

し
て

実
施

、
対

策
エ

リ
ア

の
拡

大

河
川

区
域

集
水

域

※
P４

に
お

い
て

解
説

越
流

・
越

波
を

想
定

し
た

堤
防

強
化

の
取

組
を

推
進

3

河
川

区
域

河
川

区
域

（
エ

リ
ア

の
拡

大
）

（
関

係
者

の
協

働
）

（
関

係
者

の
協

働
）

（
関

係
者

の
協

働
）

（
エ

リ
ア

の
拡

大
）

（
関

係
者

の
協

働
）

1-
5



②
被
害
対
象
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
対
策

○
流

域
全

体
で

「
水

災
害

リ
ス

ク
が

よ
り

低
い

区
域

へ
の

誘
導

・
住

ま
い

方
の

工
夫

」
、

「
浸

水
範

囲
の

限
定

」
、

「
氾

濫
水

を
減

ら
す

」
対

策
※
を

組
み

合
わ

せ
、

対
策

を
加

速
化

。

○
氾

濫
が

発
生

し
て

も
、

二
線

堤
な

ど
に

よ
り

、
浸

水
の

拡
大

を
防

ぎ
、

被
害

を
最

小
限

。

洪
水

に
対

す
る

災
害

危
険

区
域

の
指

定
や

、
建

築
規

制
の

取
組

は
ま

だ
事

例
が

少
な

い
。

水
災

害
リ

ス
ク

が
よ

り
低

い
区

域
へ

の
誘

導
・

住
ま

い
方

の
工

夫

水
災

害
リ

ス
ク

が
よ

り
低

い
区

域
へ

の
誘

導
・

住
ま

い
方

の
工

夫
を

推
進

コ
ン

パ
ク

ト
な

ま
ち

づ
く

り
に

お
い

て
防

災
に

も
配

慮
し

、
よ

り
水

災
害

リ
ス

ク
の

低
い

地
域

へ
の

居
住

や
都

市
機

能
を

誘
導

。

水
災

害
リ

ス
ク

が
あ

る
エ

リ
ア

で
、

建
物

を
ピ

ロ
テ

ィ
構

造
に

す
る

な
ど

住
ま

い
方

の
工

夫
を

推
進

不
動

産
取

引
時

の
水

害
リ

ス
ク

情
報

提
供

、
保

険
・

金
融

に
よ

る
誘

導
の

検
討

浸
水

範
囲

の
限

定

二
線

堤
、

輪
中

堤
な

ど
、

氾
濫

水
を

制
御

し
、

氾
濫

範
囲

を
限

定
す

る
取

組
は

ま
だ

事
例

が
少

な
い

。

盛
土

構
造

物
の

設
置

、
既

存
施

設
の

活
用

な
ど

に
よ

る
浸

水
範

囲
の

限
定

を
推

進

二
線

堤
の

整
備

や
自

然
堤

防
の

保
全

に
よ

り
、

浸
水

範
囲

を
限

定
。

こ れ ま で の 取 組 こ れ か ら の 取 組

浸
水

想
定

区
域

の
指

定
の

推
進

と
と

も
に

、
リ

ス
ク

情
報

の
空

白
域

を
解

消
。

二
線
堤

輪
中
堤

二
線
堤

※
P３

に
お

い
て

解
説

4
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③
被

害
の

軽
減

・
早

期
復

旧
・
復

興
の

た
め

の
対

策

・
被

害
が

大
き

い
河

川
の

洪
水

予
測

等
や

浸
水

想
定

区
域

の
提

供
・

市
町

村
か

ら
情

報
に

よ
る

住
民

の
避

難
行

動
・

水
災

害
リ

ス
ク

の
高

い
、

地
下

街
や

要
配

慮
者

施
設

は
避

難
確

保
計

画
等

を
策

定

避
難

体
制

を
強

化
し

て
命

を
守

る

広
範

囲
で

大
規

模
な

災
害

が
発

生

リ
ス

ク
情

報
が

公
表

さ
れ

て
い

る
エ

リ
ア

で
も

被
害

が
発

生

リ
ス

ク
情

報
の

空
白

域
で

災
害

が
発

生

浸
水

想
定

区
域

の
指

定
の

推
進

と
と

も
に

、
リ

ス
ク

情
報

の
空

白
域

を
解

消
。

民
間

ビ
ル

の
活

用
や

高
台

整
備

に
よ

り
、

近
傍

の
避

難
場

所
を

確
保

各
地

区
に

お
け

る
個

人
の

防
災

計
画

の
作

成
、

防
災

情
報

の
表

現
の

工
夫

長
時

間
予

報
や

水
系

全
体

や
高

潮
等

の
水

位
・

予
測

情
報

を
提

供

発
災

に
よ

る
経

済
被

害
の

軽
減

に
努

め
る

よ
り

早
期

の
復

興
の

た
め

水
害

保
険

や
金

融
商

品
の

充
実

に
よ

り
、

個
人

の
備

え
を

推
進

公
共

交
通

機
関

等
の

イ
ン

フ
ラ

の
被

災
に

よ
り

経
済

被
害

が
拡

大

被
害

の
広

域
化

・
長

期
化

に
よ

る
経

済
被

害
の

拡
大

が
懸

念

様
々

な
民

間
企

業
な

ど
の

拠
点

と
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
支

え
る

社
会

イ
ン

フ
ラ

を
一

体
的

に
浸

水
対

策
を

実
施

よ
り

早
期

の
復

旧
の

た
め

に
、

国
な

ど
に

加
え

、
民

間
企

業
に

協
力

を
求

め
る

こ れ ま で の 取 組 こ れ か ら の 取 組

被
災

後
に

早
期

復
旧

・
復

興
を

目
指

す

5

大
規

模
工

場
の

浸
水

対
策

な
ど

供
給

拠
点

の
減

災
対

策
を

推
進

発
災

後
、

国
な

ど
が

中
心

と
な

っ
て

被
災

地
の

復
旧

・
復

興
を

支
援

○
流

域
全

体
で

「
避

難
」、

「
経

済
被

害
軽

減
」、

「
早

期
復

旧
・復

興
」の

対
策

を
組

み
合

わ
せ

、
被

害
を

最
小

化
。

○
こ

れ
ら

の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

水
災

害
リ

ス
ク

情
報

を
充

実
。

○
様

々
な

民
間

企
業

や
社

会
イ

ン
フ

ラ
の

一
体

的
な

浸
水

対
策

に
よ

り
経

済
被

害
を

軽
減

す
る

。
○

被
災

し
て

も
早

期
復

旧
で

き
る

よ
う

、
流

域
の

関
係

者
が

一
体

と
な

っ
た

取
組

を
強

化
。

1-
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被

害
対

象
を

減
少

さ
せ

る
た

め
の

対
策

○
気

候
変

動
の

影
響

や
社

会
状

況
の

変
化

な
ど

を
踏

ま
え

、
河

川
の

流
域

の
あ

ら
ゆ

る
関

係
者

が
協

働
し

て
流

域
全

体
で

行
う

治
水

対
策

、
「
流

域
治

水
」
へ

転
換

。
○

治
水

計
画

を
「
気

候
変

動
に

よ
る

降
雨

量
の

増
加

な
ど

を
考

慮
し

た
も

の
」
に

見
直

し
、

集
水

域
と

河
川

区
域

の
み

な
ら

ず
、

氾
濫

域
も

含
め

て
一

つ
の

流
域

と
し

て
捉

え
、

地
域

の
特

性
に

応
じ

、
①

氾
濫

を
で

き
る

だ
け

防
ぐ

対
策

、
②

被
害

対
象

を
減

少
さ

せ
る

た
め

の
対

策
、

③
被

害
の

軽
減

・
早

期
復

旧
・
復

興
の

た
め

の
対

策
を

ハ
ー

ド
・
ソ

フ
ト

一
体

で
多

層
的

に
進

め
る

。

「
流

域
治

水
」
の

施
策

の
イ

メ
ー

ジ

 
氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ

 
被
害
の
軽
減
・
早
期
復
旧
・
復
興

集
水

域 （
氾
濫
水
を
減
ら
す
）

「
粘
り
強
い
堤
防
」
を
目
指
し

た
堤
防
強
化
等

⇒
国
・
県

（
持
続
可
能
な
河
道
の
流
下

能
力
の
維
持
・
向
上
）

河
床
掘
削
、
引
堤
、
砂
防
堰

堤
、
雨
水
排
水
施
設
等
の
整

備
⇒
国
・
県
・
市

（
流
水
の
貯
留
）

利
水
ダム

等
にお

い
て貯

留
水
を事

前
に放

流
し洪

水
調

節
に活

用
⇒
国
・

都
・
市
・
利
水
者

（
雨
水
貯
留
機
能
の
拡
大
）

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
整
備
、

田
ん
ぼ
や
た
め
池
等
の
高
度
利

用
⇒
県
・
市
、
企
業
、
住

民

（
氾
濫
範
囲
を
減
ら
す
）

二
線
堤
の
整
備
、
自
然
堤

防
の
保
全

⇒
国
・
県
・
市

（
リ
ス
ク
の
低
い
エ
リ
ア
へ
誘
導
・
住

ま
い
方
の
工
夫
）

土
地
利
用
規
制
、
誘
導
、
移
転
促
進

不
動
産
取
引
時
の
水
害
リ
ス
ク
情
報

提
供
、
金
融
に
よ
る
誘
導
の
検
討

⇒
市
、
企
業
、
住
民

土
地
利
用
と
一
体
と
な
っ

た
遊
水
機
能
の
向
上

⇒
国
・
県
・
市

（
避
難
体
制
を
強
化
す
る
）

長
期
予
測
の
技
術
開
発
、
リ
ア

ル
タ
イ
ム
浸
水
・
決
壊
把
握

⇒
国
・
県
・
市

（
経
済
被
害
の
最
小
化
）

工
場
や
建
築
物
の
浸
水
対
策
、

BC
Pの
策
定
⇒
企
業
、
住
民

（
被
災
自
治
体
の
支
援
体
制
充
実
）

官
民
連
携
に
よ
る

TE
C-
FO

RC
E

の
体
制
強
化
⇒
国
・
企
業

（
住
ま
い
方
の
工
夫
）

不
動
産
取
引
時
の
水
害
リ
ス
ク

情
報
提
供
、
金
融
商
品
を
通
じ

た
浸
水
対
策
の
促
進

⇒
企
業
、
住
民

氾
濫

域

河
川

区
域

河
川

区
域

集
水

域
/氾

濫
域

治
水

ダ
ム

の
再

生
集

水
域

利
水

ダ
ム

の
活

用

貯
留

移
転

二
線

堤
整

備

遊
水

地

氾
濫

域
氾

濫
域

（
土
地
の
リ
ス
ク
情
報
の
充
実
）

水
害
リ
ス
ク
情
報
の
空
白
地
帯
解

消
、
多
段
型
水
害
リ
ス
ク
情
報
を

発
信
⇒
国
・
県

（
氾
濫
水
を
早
く
排
除
す
る
）

排
水
門
等
の
整
備
、
排
水
強
化

⇒
国
・
県
・
市
等

堤
防

強
化

貯
留

施
設

整
備

田
ん

ぼ
等

高
度

利
用

土
砂

・
流

木
の

補
足

6
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様
々

な
手

法
を

組
合

せ
た

水
災

害
対

策
イ

メ
ー

ジ

1/
5

1/
10

1/
30

1/
50

1/
10

0
1/
20

0
洪

水
規

模

被 害 規 模大 小

気
候

変
動

現
況

■
河

川
に

お
け

る
対

策
国

の
対

策
内

容
河

道
掘

削
、

築
堤

、
遊

水
地

整
備

高
規

格
堤

防
整

備
、

堤
防

強
化

対
策

等
※

今
後

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

府
県

管
理

区
間

の
河

川
改

修
を

追
加

予
定

気
候

変
動

に
よ

り
被

害
の

増
大

が
懸

念
さ

れ
る

■
流

域
に

お
け

る
対

策
の

イ
メ

ー
ジ

・
下

水
道

等
の

排
水

施
設

、
雨

水
貯

留
施

設
の

整
備

・
土

地
利

用
規

制
・
誘

導
（
災

害
危

険
区

域
等

）
等

※
今

後
、

関
係

機
関

と
連

携
し

対
策

検
討

■
ソ

フ
ト

対
策

の
イ

メ
ー

ジ
・
水

位
計

・
監

視
カ

メ
ラ

の
設

置
・
マ

イ
・
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
の

作
成

等
※

今
後

、
関

係
機

関
と

連
携

し
対

策
検

討

【
様

々
な

手
法

を
組

合
せ

た
水

災
害

対
策

】

社 会 経 済 活 動

時
間

発
災

社
会

的
影

響

事
前

の
備

え
と

被
災

直
後

の
応

急
対

策
の

充
実

に
よ

り
、

復
旧

・復
興

を
迅

速
化

7
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既
存

ダ
ム

を
活

用
し

た
治

水
機

能
の

強
化

イ
メ

ー
ジ

①
増

加
の

ス
ピ

ー
ド

を
抑

え
る

②
ピ

ー
ク

を
遅

ら
す ③

ピ
ー

ク
を

下
げ

る

時
間

経
過

8
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10
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大
和
川
水
系
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
枠
組
み
（
案
）

大
和

川
上

流
部

大
規

模
氾

濫
に

関
す

る
減

災
対

策
協

議
会

幹
事

会

大
和

川
上

流
部

流
域

治
水

部
会

構
成

：
奈

良
地

方
気

象
台

長
奈

良
県

県
土

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

部
長

奈
良

県
奈

良
土

木
事

務
所

長
奈

良
県

郡
山

土
木

事
務

所
長

奈
良

県
高

田
土

木
事

務
所

長
奈

良
県

中
和

土
木

事
務

所
長

奈
良

県
吉

野
土

木
事

務
所

長
奈

良
市

長
、

大
和

高
田

市
長

、
大

和
郡

山
市

長
、

天
理

市
長

、
橿

原
市

長
、

桜
井

市
長

、
御

所
市

長
、

生
駒

市
長

、
香

芝
市

長
、

葛
城

市
長

、
平

群
町

長
、

三
郷

町
長

、
斑

鳩
町

長
、

安
堵

町
長

、
川

西
町

長
、

三
宅

町
長

、
田

原
本

町
長

、
高

取
町

長
、

明
日

香
村

長
、

上
牧

町
長

、
王

寺
町

長
、

広
陵

町
長

、
河

合
町

長
、

大
淀

町
長

西
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
近

畿
統

括
本

部
長
※

近
畿

日
本

鉄
道

株
式

会
社

大
阪

統
括

部
施

設
部

長
※

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

大
和

川
河

川
事

務
所

長

※
今

後
鉄

道
事

業
者

が
参

画
予

定

構
成

：
奈

良
県

県
土

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

部
長

奈
良

県
奈

良
土

木
事

務
所

長
奈

良
県

郡
山

土
木

事
務

所
長

奈
良

県
高

田
土

木
事

務
所

長
奈

良
県

中
和

土
木

事
務

所
長

奈
良

県
吉

野
土

木
事

務
所

長
奈

良
市

長
、

大
和

高
田

市
長

、
大

和
郡

山
市

長
、

天
理

市
長

、
橿

原
市

長
、

桜
井

市
長

、
御

所
市

長
、

生
駒

市
長

、
香

芝
市

長
、

葛
城

市
長

、
平

群
町

長
、

三
郷

町
長

、
斑

鳩
町

長
、

安
堵

町
長

、
川

西
町

長
、

三
宅

町
長

、
田

原
本

町
長

、
高

取
町

長
、

明
日

香
村

長
、

上
牧

町
長

、
王

寺
町

長
、

広
陵

町
長

、
河

合
町

長
、

大
淀

町
長

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

大
和

川
河

川
事

務
所

長

規
約

上
の

枠
組

み
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大
和
川
水
系
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
枠
組
み
（
案
）

大
和

川
上

流
部

大
規

模
氾

濫
に

関
す

る
減

災
対

策
協

議
会

大
和

川
上

流
部

流
域

治
水

部
会

幹
事

会

減
災

協
担

当
者

会
議

流
域

治
水

部
会

担
当

者
会

議

同
日

開
催

会
議

運
営

構
成

：
近

畿
地

方
整

備
局

（
大

和
川

河
川

事
務

所
）

奈
良

地
方

気
象

台
奈

良
県

（
危

機
管

理
部

局
、

水
防

担
当

部
局

）
市

町
村

（
危

機
管

理
部

局
）

構
成

：
近

畿
地

方
整

備
局

（
大

和
川

河
川

事
務

所
）

奈
良

県
（
河

川
部

局
）

市
町

村
（
下

水
道

部
局

、
都

市
計

画
部

局
、

土
木

部
局

等
を

予
定

）
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大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会

規約の改訂内容。 

 
○第３条 ４項（追加）協議会は、必要に応じて第

１項の協議会構成員の一部からなる部会を設置

し、協議会の実施事項の一部を行うものとする。 

 

○大和川上流部流域治水部会規約の追加 

 

  

その他 

○組織変更 

○鉄道事業者との連携強化 

西日本旅客鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

 の参画による改訂。別表１、別表２の改訂、追加 
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大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この会議は、大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」）とす

る。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したことを踏ま

え、河川管理者、県、市町村等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策

とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、大和川上流域において氾濫が発生す

ることを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を下記河川において再

構築することを目的とする。 

尚、本協議会は水防法第１５条の９及び第１５条の１０により組織する協議会である。 

１）国管理区間（大和川、曽我川、佐保川） 

２）県管理区間（大和川、葛下川、竜田川、富雄川、曽我川、高田川、葛城川、高取川、

飛鳥川、寺川、佐保川、高瀬川、秋篠川、布留川、米川、地蔵院川、岩井川、能登川） 

３）その他、協議会が必要と認める河川 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の

職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

４ 協議会は、必要に応じて第１項の協議会構成員の一部からなる部会を設置し、協議会の

実施事項の一部を行うものとする。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調整

を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表２の

職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

  

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携

して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現するた

1-15



めに各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、

共有する。 

三 毎年、出水期前に協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況

を確認する。また、堤防の共同点検等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

なお、その他には、要配慮者利用施設、高齢者避難、ダム及びため池の管理施設並びに土

砂災害対策を担当する各部署の減災の取り組み実施状況報告を含めるものとする。 

 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協議

会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報

等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものと

する。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所及び奈良県県土マネジメント部河川整備課

が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項に

ついては、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

本規約は、平成２８年４月１５日から施行する。 

本規約は、平成２９年８月３０日から施行する。 

本規約は、令和元年７月２９日から施行する。 

 本規約は、令和２年７月１５日から施行する。 
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                                                       別表１ 

 

奈良地方気象台長 

奈良県県土マネジメント部長 

奈良県奈良土木事務所長 

奈良県郡山土木事務所長 

奈良県高田土木事務所長 

奈良県中和土木事務所長 

奈良県吉野土木事務所長 

奈良市長 

大和高田市長 

大和郡山市長 

天理市長 

橿原市長 

桜井市長 

御所市長 

生駒市長 

香芝市長 

葛城市長 

平群町長 

三郷町長 

斑鳩町長 

安堵町長 

川西町長 

三宅町長 

田原本町長 

高取町長 

明日香村長 

上牧町長 

王寺町長 

広陵町長 

河合町長 

大淀町長 

近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部 施設部長 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部長 

国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所長 
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                                                       別表２ 

 

奈良地方気象台防災管理官 

奈良県県土マネジメント部河川整備課長 

奈良県総務部知事公室防災統括室長 

奈良県奈良土木事務所 計画調整課長 

奈良県郡山土木事務所 計画調整課長 

奈良県高田土木事務所 計画調整課長 

奈良県中和土木事務所 計画調整課長 

奈良県吉野土木事務所 計画調整課長 

奈良市危機管理監危機管理課長 

大和高田市市民部自治振興課長 

大和高田市環境建設部土木管理課長 

大和郡山市総務部市民安全課長 

天理市くらし文化部防災安全課長 

天理市建設部土木課長 

橿原市危機管理部危機管理課長 

橿原市まちづくり部道路河川課長 

桜井市危機管理監危機管理課長 

桜井市都市建設部土木課長 

御所市市民安全部生活安全課長 

御所市産業建設部建設課長 

生駒市総務部防災安全課長 

生駒市建設部事業計画課長 

香芝市都市創造部土木課長 

香芝市市民環境部危機管理室長 

葛城市都市整備部建設課長 

平群町総務防災課長 

平群町都市建設課長 

三郷町総務部総務課長 

三郷町環境整備部都市建設課長 

斑鳩町総務部総務課長 

斑鳩町都市建設部建設農林課長 

安堵町総務部総務課長 

安堵町事業部建設課長 

川西町総務課長 

三宅町まちづくり推進部産業管理課長 

田原本町総務部防災課長 

高取町総務課長 

高取町事業課長 

明日香村総務財政課長 

明日香村地域づくり課長 
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上牧町総務部総務課長 

上牧町都市環境部まちづくり推進課長 

王寺町総務部危機管理室長 

王寺町地域整備部建設課長 

広陵町総務部安全安心課長 

河合町企画部安心安全推進課長 

河合町まちづくり推進部まちづくり推進課長 

大淀町総務部総務課長 

大淀町建設環境部建設産業課長 

近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部 施設部 工務課長 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 安全推進室担当室長 

国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所副所長 
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大和川上流部流域治水部会規約 

 

（設置） 

第１条 大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約第３条第４項に基づき「大和川上流部

流域治水部会」（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 本部会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の

激甚化・頻発化に備え、大和川上流部において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を

軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的

とする。 

 

（部会の構成） 

第３条 部会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 部会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、部会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の職にあ

る者以外の者（学識経験者等）の参加を部会に求めることができる。 

 

（部会の実施事項） 

第４条 部会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 大和川上流部で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治水プロ

ジェクト」の策定と公表。 

三 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 

四 その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（部会資料等の公表） 

第５条 部会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表

することが適切でない資料等については、部会の了解を得て公表しないものとする。 

２ 部会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表する

ものとする。 

 

（事務局） 

第６条 部会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所及び奈良県県土マネジメント部河川整備課が行

う。 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項については、
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部会で定めるものとする。 

（附則） 

本規約は、令和２年７月１５日から施行する。 
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別表１ 

 

奈良県県土マネジメント部長 

奈良県奈良土木事務所長 

奈良県郡山土木事務所長 

奈良県高田土木事務所長 

奈良県中和土木事務所長 

奈良県吉野土木事務所長 

奈良市長 

大和高田市長 

大和郡山市長 

天理市長 

橿原市長 

桜井市長 

御所市長 

生駒市長 

香芝市長 

葛城市長 

平群町長 

三郷町長 

斑鳩町長 

安堵町長 

川西町長 

三宅町長 

田原本町長 

高取町長 

明日香村長 

上牧町長 

王寺町長 

広陵町長 

河合町長 

大淀町長 

国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所長 
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「水防災意識再構築ビジョン」に基づく 

大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る 

取組方針（案）の内容について 
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく大和川上流部 大規模氾濫域

の減災に係る取組方針（案）の内容について 

 

（経緯） 

・ 平成３１年１月２９日付けの「水防災意識社会」の再構築に向けた

緊急行動計画の改定により令和元年７月の第５回大和川上流部大

規模氾濫に関する減災対策協議会で取組メニューを追加提案。 

 ・令和元年８月から令和２年２月の間、担当者会議を経て各機関におい

て、取組メニューの内容、実施項目を検討。 

 ・令和２年６月１５日、幹事会で集約。本協議会実施後に、方針を確定

予定。 

    

各機関は取組方針の基、ハザードマップの作成・周知、防災教育

や防災知識の普及、水防活動の強化など、多数の取組内容を各機関

が目標を定め、減災に取組み、取組状況の共有を図っているところ

です。 

  

（実施項目促進について） 

 ・要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び訓練については、未作成、

未実施のところは早期に実施するとともに、作成済みのところも再

度の点検お願いします。 

  （熊本県球磨村特養老人ホームの事例を受けて） 

  （九州各地に大きな被害をもたらした豪雨の影響で死亡し、身元が判

明した福岡、熊本、大分３県の５３人のうち９割弱の人が６５歳以

上の高齢者） 

 ・令和２年３月末に奈良県は想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水

想定区域図を公表しています。市町村はそれをもとにハザードマッ

プの作成・周知を図ってください。 

 

詳細は幹事会で共有。（別冊 参考資料 1） 

2-2



 
 
 
 
 
 
 
 

機関ごとの具体的な取組 

 

（平成 31 年 4月～令和 2年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 7月 15 日 

3-1

資料3



     

 

令和元年度  機関ごとの具体的な取組 

 

各機関とも、ハザードマップの作成、ハザードマ  

ップを用いた活動、訓練の実施、防災マップの作成、

避難所への避難誘導の取組、防災情報のリンク集作

成（避難行動のためのリアルタイム情報提供）、防災

訓練等の多様な取組をしていただいた。 

 

詳細は幹事会で取組内容を共有。（別冊 参考資料 2） 
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機関ごとの取組状況

番号 機　　　関　　　名 取組状況

1 奈良市 防災体制・避難勧告等発令基準の見直し

2 大和高田市 河川及び貯留施設監視カメラ設置工事

3 大和郡山市 市町村広域災害ネットワーク会議

4 天理市 合同水防訓練の実施

リアルタイム情報配信のための整備

防災意識の向上による減災対策

6 桜井市 ハザードマップ等の周知に係る説明会

7 御所市 御所市総合防災マップの作製

8 生駒市 水防訓練

9 香芝市 ため池の治水利用による流域対策

10 葛城市 -

11 平群町 防災ハザードマップを用いた住民への危険個所の周知活動

12 三郷町 坂根川地区雨水溢水対策工事

13 斑鳩町 避難所看板の更新

14 安堵町 避難所案内表示看板の更新

15 川西町 ＨＰ上への防災情報リンク集作成

大和川総合治水対策

三宅町総合防災訓練（予定）

ため池による雨水一時貯留

防災出前講座による減災対策

避難訓練の実施・防災マップづくりＷＳの実施

災害時用備蓄品の整備・ため池の防災調整池化

19 明日香村 地震を想定した防災訓練

20 上牧町 水害ハザードマップへの反映・治水利用可能なため池の検討

防災出前講座

水防団との連携強化

ハザードマップの作成

広陵北小学校区合同防災訓練＆防災フェスタ

タイムラインの作成

河合町総合防災マップ（ハザードマップ）見直し

24 大淀町 水災害意識啓発の実施

洪水を安全に流すためのハード対策の実施

ホットラインの構築・実施

水防訓練の実施

防災学習の実施

平成31年度出水期の災害発生事例の振り返り等

令和元年度出水期の災害発生事例の振り返り

重要水防箇所合同巡視

近畿地方整備局河川部と大和川河川事務所で水防演習を開催

近畿地整
大和川河川事務所

27

奈良県25

高取町18

22 広陵町

河合町23

26 奈良地方気象台

橿原市5

16 三宅町

王寺町21

田原本町17
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速
な
避
難
に
関
す
る
事
項

①
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
を
踏
ま
え
た
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
充
実
（オ

ン
ラ
イ
ン
防

災
）

②
市
町
村
に
伝
達
す
る
河
川
情
報
の
内
容
及
び
タ
イ
ミ
ン
グ
（
府
県
含
む
）

（
洪
水
予
報
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
、
水
位
予
測
、
危
機
管
理
型
水
位
計
、
河
川
監
視
カ
メ
ラ

等
）

２
．
平
時
か
ら
の
住
民
等
へ
の
周
知
・
教
育
・
訓
練

に
関
す
る
事
項

避
難
の
理
解
力
向
上
に
向
け
て

⇒
各
市
町
村
の
避
難
行
動
判
定
フ
ロ
ー
に
つ
な
が
る
洪
水
浸
水
想
定
の
詳
細
情
報

３
．
被
害
軽
減
、
氾
濫

水
の
排
除

等
に
関
す
る
事
項

①
危

機
管

理
型

ハ
ー
ド
対
策

等
の
緊
急

治
水

対
策

の
取

組
状
況

②
排
水
施
設
、
排
水
資
機
材
の
運
用
等

4-
2



１
．
円

滑
か
つ
迅

速
な
避

難
に
関

す
る
事

項

4-
3



大
和

川
佐

保
川

曽
我

川

柏
原

板
東

番
条

保
田

5.
10

4.
10

3.
20

5.
20

4.
50

3.
50

2.
70

4.
00

3.
20

3.
00

2.
40

3.
00

1.
50

2.
00

1.
00

2.
00

基
準

水
位

（
m

）

水
防

活
動

開
始

資
材

の
点

検
等

、
水

防
活

動
の

準
備

を
始

め
る

い
つ

で
も

出
動

で
き

る
よ

う
に

待
機

逃
げ

遅
れ

た
場

合
は

身
近

の
少

し
で

も
高

い
・
頑

丈
な

建
物

へ

と
る

べ
き

避
難

行
動

避
難

情
報

（
関

係
自

治
体

）

安
全

を
確

保
で

き
る

場
所

へ
速

や
か

に
避

難

避
難

の
準

備
を

開
始

（
要

配
慮

者
は

避
難

開
始

）

「
川

の
防

災
情

報
」や

テ
レ

ビ
か

ら
情

報
収

集

⑤
氾

濫
発

生

②
氾

濫
注

意
水

位
氾

濫
の

発
生

を
注

意
す

る
水

位

③
避

難
判

断
水

位
避

難
準

備
情

報
発

表
の

目
安

と
な

る
水

位

④
氾

濫
危

険
水

位
氾

濫
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
水

位

①
水

防
団

待
機

水
位

水
防

団
が

待
機

す
る

目
安

と
な

る
水

位

警
戒

レ
ベ

ル
5相

当
情

報
氾

濫
発

生
情

報

避
難

勧
告

避
難

指
示

（
緊

急
）

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始

警
戒

レ
ベ

ル
3相

当
情

報

氾
濫

警
戒

情
報

警
戒

レ
ベ

ル
2相

当
情

報
氾

濫
注

意
情

報

水
防

警
報

の
発

令
（
国

土
交

通
省

）

水
防

団
へ

の
指

示
（
市

町
村

）

洪
水

予
報

（
国

土
交

通
省

・
気

象
庁

が
共

同
発

表
）

①
-3

水
防

警
報

（
出

動
）

①
-2

水
防

警
報

（
準

備
）

①
-1

水
防

警
報

（
待

機
）

水
防

団
出

動
指

示

水
防

団
出

動
準

備
指

示

水
防

団
待

機
指

示

水
防

活
動

（
水

防
団

）

警
戒

レ
ベ

ル
4相

当
情

報
氾

濫
危

険
情

報

災
害

発
生

情
報

例
）
高

齢
者

等
避

難
準

備

水
位

河
川

の
状

況

・
洪

水
予

警
報

の
伝

達
・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン

１
-
①

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
を
踏
ま
え
た
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
充
実

4-
4



１
-
①

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
を
踏
ま
え
た
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
充
実

4-
5



１
-
①

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
を
踏
ま
え
た
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
充
実

・
現
在
、
各
市
町
長
と
大
和
川
河
川
事
務
所
長
と
の

電
話
で
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
は
確
立
さ
れ
て
い
る
。

・
首
長
の
水
害
時
の
避
難
判
断
を
支
援
す
る
形
と

な
っ
て
い
る
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
同
じ
河
川
情
報
を
共

有
し
な
が
ら
河
川
管
理
者
か
ら
各
首
長
へ
よ
り
的
確
な
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
大
和
川
河
川
事
務
所
長

と
複
数
の
関
係
首
長
間
の
情
報
共
有
を
図
り
、
早
期
に
水
害

時
の
適
切
な
体
制
を
構
築
す
る
。

助
言

情
報

提
供

市
長

国
土

交
通

省

川
内

川
河

川
事

務
所

長
情

報
交

換

市
長

国
土

交
通

省

川
内

川
河

川
事

務
所

長

助
言

情
報

交
換

情
報

共
有

ツ
ー

ル

情
報

共
有

ツ
ー

ル
情

報
共

有
ツ

ー
ル

情
報

共
有

ツ
ー

ル

情
報

共
有

の
方

法
②

情
報

共
有

の
方

法
①

強
化

〇
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

の
感

染
予

防
下

に
お

け
る

円
滑

か
つ

迅
速

な
避

難
を

支
援

す
る

た
め

、
従

来
よ

り
早

い
タ

イ
ミ

ン
グ

で
沿

川
市

町
等

に
分

か
り

や
す

い
河

川
情

報
等

の
提

供
・
解

説
す

る
た

め
、

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
を

活
用

し
て

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

を
強

化
す

る
。

現
状

複
数

首
長

4-
6



１
-
②

河
川
情
報
共
有
サ
イ
ト
に
つ
い
て

○
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
に

必
要

な
情

報
を

一
元

化
、

ワ
ン

ク
リ

ッ
ク

で
必

要
な

情
報

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

サ
イ

ト
を

構
築

し
自

治
体

と
の

円
滑

な
情

報
共

有
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

。

（
仮

）
河

川
情

報
共

有
サ

イ
ト

大
阪

府
奈

良
県

情
報
を
一
元
化

情
報
を
一
元
化

府
県
別
に
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
必
要
な

情
報
を
6分
割
画
⾯
で
一
⻫
表
⽰

府
県
別
に
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
必
要
な

情
報
を
6分
割
画
⾯
で
一
⻫
表
⽰

4-
7



川
の

水
位

情
報

XR
AI
N

①
②

③

１
-
②

河
川
情
報
共
有
サ
イ
ト
に
つ
い
て

「
総

合
情

報
」
画

面

4-
8



１
-
②

河
川
情
報
共
有
サ
イ
ト
に
つ
い
て

①
「
河

川
水

位
情

報
」
画

面

4-
9



１
-
②

河
川
情
報
共
有
サ
イ
ト
に
つ
い
て

③
「
河

川
カ

メ
ラ

」
画

面

4-
10



２
．
平

時
か
ら
の
住

民
等

へ
の
周

知
・
教

育
・

訓
練
に
関
す
る
事
項

4-
11



出
典

）
「
令

和
元

年
台

風
第

1
9
 号

等
を

踏
ま

え
た

水
害

・
土

砂
災

害
か

ら
の

避
難

の
あ

り
方

に
つ

い
て

（
報

告
）
」
（
令

和
元

年
台

風
第

1
9
 号

等
に

よ
る

災
害

か
ら

の
避

難
に

関
す

る
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

）
資

料
よ

り

２
避
難

の
理

解
力

向
上
に
向

け
て

4-
12



【
①

浸
水

想
定

区
域

内
居

住
者

数
】

＝
②

＋
③

居
住

形
態

、
居

住
階

層
に

よ
ら

ず
、

浸
水

区
域

内
に

居
住

し
て

い
る

人
口

【
②

在
宅

避
難

者
数

】
家

屋
倒

壊
等

氾
濫

想
定

区
域

外
か

つ

浸
水

深
以

上
で

浸
水

し
な

い
居

室
を

有
す

る
人

口

【
③

在
宅

避
難

困
難

者
数

】
家

屋
倒

壊
等

氾
濫

想
定

区
域

内
、

ま
た

は
家

屋
倒

壊
等

氾
濫

想
定

区

域
外

で
も

全
居

室
が

浸
水

す
る

恐
れ

が

あ
る

人
口

○
的

確
な

避
難

行
動

に
つ

な
げ

て
い

く
た

め
、

洪
水

浸
水

想
定

区
域

図
の

詳
細

資
料

を
大

和
川

で
も

提
供

し
て

い
く
。

２
避
難

の
理

解
力

向
上
に
向

け
て

次
頁

に
続

く
4-
13



【
④

一
時

避
難

後
帰

宅
可

能
者

数
】

家
屋

倒
壊

等
氾

濫
想

定
区

域
外

で
あ

り
、

全
居

室
が

浸
水

す
る

が
、

浸
水

継
続

時
間

が
3
日

未
満

の
区

域
内

で
あ

る
人

口

【
⑤

要
救

助
者

数
】

家
屋

倒
壊

等
氾

濫
想

定
区

域
外

で
あ

り
、

浸
水

深
以

上
で

浸
水

し
な

い
居

室
を

有
す

る
が

、
浸

水
継

続
時

間
が

3日
以

上

の
区

域
内

で
あ

る
人

口

２
避
難

の
理

解
力

向
上
に
向

け
て 分

散
避

難
計

画
策

定
の

検
討

フ
ロ

ー
（
案

）
及

び
分

散
避

難
者

の

概
数

把
握

（
近

畿
地

方
整

備
局

河
川

部
、

Ｒ
2
.5

.2
7
）

大
和

川
洪

水
浸

水
想

定
区

域
図

（
大

阪
府

摂
津

市
の

例
）

【凡
例

】

：見
出

し
の

条
件

に
該

当
す

る
箇

所

：自
宅

避
難

が
成

功
す

る
箇

所

：長
期

滞
在

の
分

散
避

難
が

必
要

な
箇

所

4-
14



３
．
被

害
軽

減
・
氾

濫
水

の
排

除
等

に
関
す
る
事
項

4-
15



３
-
①

大
和

川
中

流
域

強
靱

化
事

業

※
令

和
２

年
度

時
点

 
 

 
 

 
  

今
後

変
更

  
 

場
合

が
あ

りま
す

。

大
和

川
遊

水
地

（
窪

田
地

区
）

藤
井

地
区

改
修

王
寺

地
区

改
修

大
和

川
遊

水
地

（
三

代
川

地
区

）

⻑
安

寺
地

区
改

修

⻄
九

条
地

区
改

修

大
和

川
遊

水
地

（
唐

院
地

区
）

大
和

川
遊

水
地

（
目

安
地

区
）

番
条

地
区

改
修

大
和

川
中

流
域

強
靭

化
事

業
位

置
図

王
寺

町

三
郷

町

斑
鳩

町

河
合

町

安
堵

町

川
⻄

町

大
和

郡
山

市

※
下

図
 

 国
⼟

地
理

院
地

図
 

使
⽤

大
和

川
遊

水
地

（
保

田
地

区
）

竜 田 川→

 
Ⅰ

期
 

Ⅱ
 

Ⅲ
期

大
和

川
中

流
域

強
靱

化
事

業
は

、
大

和
川

遊
水

地
の

整
備

と
河

川
改

修
に

よ
っ

て
、

大
和

川
中

流
域

で
あ

る
奈

良
県

域
の

治
水

安
全

度
を

バ
ラ

ン
ス

良
く
向

上
さ

せ
、

国
土

強
靱

化
を

図
る

事
業

で
す

。
遊

水
地

整
備

に
よ

り
河

川
改

修
が

可
能

に
な

り
ま

す
が

、
両

者
を

バ
ラ

ン
ス

良
く
進

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

た
め

、
全

体
を

大
き

く
3期

に
分

け
て

お
り

、
現

在
は

第
1期

の
大

和
川

遊
水

地
(保

田
地

区
、

窪
田

地
区

)、
藤

井
改

修
、

長
安

寺
改

修
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

。

4-
16



○
大

和
川

河
川

事
務

所
で

は
、

災
害

時
に

全
国

か
ら

派
遣

さ
れ

る
排

水
ポ

ン
プ

車
を

円
滑

に
誘

導
す

る
た

め
に

、
他

事
務

所
・
他

地
方

整
備

局
か

ら
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
や

集
結

場
所

、
配

置
場

所
を

整
理

。
○

大
和

川
左

岸
2
9
.6

K
決

壊
時

（
想

定
最

大
規

模
降

雨
）
に

、
排

水
ポ

ン
プ

車
5
台

が
1
日

後
に

到
着

し
た

場
合

、
王

寺
町

の
浸

水
継

続
時

間
は

8
時

間
程

度
短

く
な

る
こ

と
が

想
定

。

３
-
②

排
水

施
設

、
排

水
資

機
材

の
運

用
等

平
成

30
年

7月
豪

雨
に

お
け

る
排

水
作

業

H
3
0
年

7
月

豪
雨

で
は

関
東

、
東

北
、

中
部

地
整

等
よ

り
排

水
ポ

ン
プ

車
が

派
遣

さ
れ

た
。

大
和

川
左

岸
2
9.

6K
決

壊
時

（想
定

最
大

規
模

降
雨

）
の

排
水

作
業

準
備

計
画

図
（広

域
図

）

決
壊

か
ら

1
日

後
に

5
台

到
着

8
時

間
程

度
減

少

排
水

作
業

に
よ

る
効

果
の

評
価

：
排

水
ポ

ン
プ

車
な

し
：
排

水
ポ

ン
プ

車
あ

り

凡
例

全
国

か
ら

派
遣

さ
れ

る
排

水
ポ

ン
プ

車
を

円
滑

に
誘

導
す

る
た

め
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
や

集
結

場
所

を
整

理

大
和

川
左

岸
2
9.

6K
決

壊
時

（想
定

最
大

規
模

降
雨

）の
排

水
作

業
準

備
計

画
図

（詳
細

図
）
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危
機

管
理

型
水

位
計

・
簡

易
型

河
川

監
視

カ
メ

ラ
に

つ
い

て
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危
機

管
理

型
水

位
計

・
簡

易
型

河
川

監
視

カ
メ

ラ
設

置
箇

所
イ

メ
ー

ジ
図

〇
よ

り
迅

速
な

避
難

行
動

を
促

す
河

川
情

報
を

発
信

・
提

供
す

る
た

め
、

洪
水

時
の

水
位

観
測

に
特

化
し

た
低

コ
ス

ト
な

危
機

管
理

型
水

位
計

と
簡

易
型

河
川

監
視

カ
メ

ラ
を

き
め

細
か

な
水

位
把

握
が

必
要

な
箇

所
に

設
置

し
、

水
位

観
測

網
の

充
実

を
図

る

要
望

箇
所

数
設

置
予

定
箇

所
数

発
注

済
箇

所

危
機

管
理

型
水

位
計

１
２

１
箇

所
６

５
箇

所
２

０
箇

所

簡
易

型
河

川
監

視
カ

メ
ラ

１
１

０
箇

所
６

６
箇

所
２

０
箇

所

設
置

箇
所

数
１

５
３

箇
所

９
０

箇
所

２
８

箇
所

住
民

の
避

難
行

動
に

つ
な

が
る

ソ
フ

ト
対

策
の

充
実

奈
良

県
Ｈ

Ｐ
に

よ
る

情
報

提
供

イ
メ

ー
ジ

１
．

目
的

２
．

設
置

箇
所

の
選

定

〇
各

市
町

村
、

各
土

木
事

務
所

か
ら

の
要

望
箇

所
１

５
３

箇
所

の
う

ち
設

置
し

た
い

理
由

が
「
浸

水
実

績
が

あ
る

箇
所

」
、

「
避

難
勧

告
等

の
判

断
支

援
と

し
て

利
用

す
る

箇
所

」
、

「
沿

川
に

学
校

、
市

役
所

等
重

要
施

設
の

あ
る

箇
所

」
で

あ
る

９
０

箇
所

（
水

位
計

６
５

箇
所

、
カ

メ
ラ

６
６

箇
所

）
に

設
置

す
る

。

〇
設

置
方

針
９

０
箇

所
の

う
ち

、
上

記
設

置
理

由
の

す
べ

て
に

該
当

す
る

箇
所

と
ダ

ム
下

流
河

川
の

う
ち

河
川

管
理

上
必

要
な

箇
所

の
２

８
箇

所
（
水

位
計

２
０

箇
所

、
カ

メ
ラ

２
０

箇
所

）
を

先
行

的
に

発
注

、
残

り
の

箇
所

に
つ

い
て

は
、

令
和

２
年

度
に

発
注

予
定

。

簡
易

型
河

川
監

視
カ

メ
ラ

画
像

危
機

管
理

型
水

位
計
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2

危
機

管
理

型
水

位
計

・
簡

易
型

河
川

監
視

カ
メ

ラ
に

つ
い

て

○
水

位
計

や
監

視
カ

メ
ラ

等
の

点
検

項
目

、
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

対
処

案
は

下
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

○
点

検
の

実
施

タ
イ

ミ
ン

グ
は

、
出

水
期

前
（
5
月

下
旬

）
に

1
回

、
出

水
期

中
（
6
～

1
0
月

）
に

1
回

を
目

安
と

考
え

て
い

る
。

〇
貴

自
治

体
が

対
処

す
る

内
容

は
表

中
の

赤
字

で
あ

り
、

青
字

の
記

載
箇

所
は

、
管

轄
土

木
事

務
所

に
連

絡
し

、
異

常
が

あ
る

場
合

は
奈

良
県

が
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
す

る
予

定
で

あ
る

。

4-

 
出

水
期

 

前
１

回
 

出
水

期
 

中
１

回
 

貴
自

治
体

が
行

う
点

検
項

目
 

貴
自

治
体

で
の

対
処

 

（メ
ン

テ
ナ

ン
ス

）
 

観 測 環 境 

〇
 

－
 

水
位

計
・
カ

メ
ラ

共
通

 
機

器
を

設
置

し
て

い
る

堤
防

や
敷

地
の

形
状

が
変

形
し

て
い

な
い

か
。

 
⇒

管
轄

土
木

事
務

所
へ

連
絡

 

〇
 

〇
 

水
圧

式
水

位
計

 
セ

ン
サ

部
に

土
砂

、
ゴ

ミ
の

付
着

が
な

い
か

。
 

セ
ン

サ
ケ

ー
ブ

ル
は

破
損

し
て

い
な

い
か

。
 

セ
ン

サ
の

保
護

管
が

破
損

し
て

い
な

い
か

。
 

→
軽

微
な

も
の

で
あ

れ
ば

、
付

着
物

除
去

 

⇒
管

轄
土

木
事

務
所

へ
連

絡
 

雑
草

が
繁

茂
し

て
い

な
い

か
。

 
→

雑
草

の
刈

り
取

り
 

〇
 

〇
 

超
音

波
式

、
電

波
式

 
超

音
波

、
電

波
照

射
範

囲
内

へ
の

遮
蔽

物
の

進
入

の
有

無
 

（
ゴ

ミ
、

樹
木

、
植

生
、

構
造

物
な

ど
）
 

→
軽

微
な

も
の

で
あ

れ
ば

、
付

着
物

除
去

 

⇒
管

轄
土

木
事

務
所

へ
連

絡
 

〇
 

〇
 

カ
メ

ラ
 

機
器

周
辺

に
雑

草
が

繁
茂

し
て

い
な

い
か

。
 

カ
メ

ラ
レ

ン
ズ

部
へ

の
ゴ

ミ
の

付
着

が
な

い
か

。
 

→
雑

草
の

刈
り

取
り

 

→
軽

微
な

も
の

で
あ

れ
ば

、
付

着
物

除
去

 

映
像

内
に

雑
草

が
繁

茂
し

、
河

川
状

況
が

見
づ

ら
い

か
。

 
→

雑
草

の
刈

り
取

り
 

観 測 機 器 外 形 

〇
 

〇
 

機
器

外
形

 
観

測
支

柱
、

計
測

器
収

納
箱

な
ど

の
外

形
点

検
。

破
損

、
盗

難
に

あ
っ

て
い

な
い

か
。

 
⇒

管
轄

土
木

事
務

所
へ

連
絡

 

〇
 

〇
 

太
陽

電
池

の
外

形
点

検
 

日
照

条
件

の
点

検
（樹

木
や

構
造

物
な

ど
で

日
陰

に
な

っ
て

い
な

い
か

）
。

 
→

雑
草

が
原

因
の

場
合

は
刈

り
取

り
 

太
陽

電
池

の
損

傷
、

ひ
び

割
れ

な
ど

。
 

⇒
管

轄
土

木
事

務
所

へ
連

絡
 

汚
れ

や
塵

芥
の

付
着

。
 

→
軽

微
な

も
の

で
あ

れ
ば

、
付

着
物

除
去

 

計 測 値 

〇
 

－
 

現
地

の
水

位
と

水
位

計
に

よ
る

計
測

水
位

が
一

致
し

て
い

る
か

の
確

認
（
観

測
値

が
正

し
い

か
、

堤
防

高
か

ら
の

水

面
高

を
測

量
ア

ル
ミ
ス

タ
ッ

フ
等

で
確

認
）
 

⇒
管

轄
土

木
事

務
所

へ
連

絡
 

 

危
機

管
理

型
水

位
計

及
び

簡
易

型
河

川
監

視
カ

メ
ラ

の
点

検
項

目
と

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

（
案

）

※
点
検
時
期
及
び
回
数

出
水
期
前
：
５
月
下
旬
（
１
回
）

出
水
期
中
：
６
－
１
０
月
（
１
回
）

そ
の
他
障
害
発
生
時
に
随
時

※
対
処
（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
）

赤
字
：
貴
自
治
体
が
行
う
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
案

青
字
：
管
轄
土
木
事
務
所
に
連
絡
し
、
異
常
が
あ
る
場
合
、
奈
良
県
が
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

4-
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今後の減災協議会及び幹事会の開催スケジュール（予定）
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資料5



今後の減災協議会及び幹事会の開催スケジュール（予定）

令和２年６月15日 第８回幹事会
・減災協議会に諮る内容の確認
・取組方針改定（案）
・R元年度 取組状況の確認等フォローアップ

令和２年７月15日 第６回減災協議会
・規約改定（流域治水部会の設置他）
・取組方針改定（案）
・R元年度 取組状況の確認等フォローアップ

令和２年９月頃
減災協議会 担当者会議

・R２年度 取組状況の確認等フォロー
アップ

令和３年２月頃 第９回幹事会
・協議会に諮る内容の確認
・R２年度 取組状況の確認等フォローアップ
・大和川水系流域治水プロジェクト策定について

令和３年３月頃 第７回減災協議会・第１回流域治水部会 合同開催
・R２年度 取組状況の確認等フォローアップ
・大和川水系流域治水プロジェクト策定について

令和２年７月下旬～
流域治水部会 担当者会議

・流域治水プロジェクト（案）策定に
ついて
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大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく 

大和川上流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針 

 

 

 

 

令和２年７月１５日 

 

大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、 
香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、 
田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、大淀町、 

奈良県、奈良地方気象台、国土交通省近畿地方整備局 
  
  

本取組方針について、各機関は、地域の実情等に
応じて必要な取組を実施するものとします。 
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1 

１．はじめに 
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部では堤防が決壊す

るなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸水が発生した。
また、これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤
立者が発生した。 
 
このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大

規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27
年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について
～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。 
 
国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョ

ン」として、全ての国管理河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109
水系、730 市町村）において、水防災意識社会を再構築する協議会を新たに設置
して減災のための目標を共有し、令和 2 年度を目処にハード・ソフト対策を一
体的・計画的に推進することとした。 
 
大和川上流部では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、地域

住民の安全安心を担う沿川３市８町（奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、斑
鳩町、安堵町、川西町、三宅町、王寺町、広陵町、河合町）、奈良県、奈良地方
気象台、近畿地方整備局で構成される「大和川上流部大規模氾濫に関する減災対
策協議会」を平成 28 年 4 月 15 日に設立した。 
 
その中で、大和川上流部は、笠置山地、金剛山地、生駒山地といった山地に囲

まれた流域地形であり、低平部は奈良盆地となっている。奈良盆地には世界遺産
である「法隆寺地域の仏教建造物」、「古都奈良の文化財」等数多くの寺社仏閣、
史跡、名勝が存在し、文化的・歴史的資源に恵まれている。基幹交通は、JR 大
和路線、JR 奈良線、近鉄奈良線等の鉄道や西名阪自動車道、国道 24 号、国道 25
号等の道路網が発達し、京阪神大都市圏の近郊地帯として発展がめざましい。 
 
大和川上流部では、昭和 57 年台風 10 号により、大阪府との府県境に位置す

る王寺町で計画高水位を超過し、大規模な浸水が発生した。本協議会では、この
時の教訓や、その後各地で頻発している洪水の教訓を踏まえ、「避難・防ぐ・回
復」といったことに主眼をおいた取組方針を策定した。 
 
その後、大和川上流部では、多くの支川が大和川に合流しており、洪水時は本
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2 

川水位の上昇に伴い、内水被害が発生しやすい特徴がある。また、国管理区間と
県管理区間の外水氾濫原が重複している範囲もあるなど、その流域特性から水防
災意識社会の再構築に向けたソフト対策等の取組には、情報共有や対策の効率化
の観点から、水系一丸となって取組を推進していくことが望ましい。このため、
平成 29年 8月 30 日の協議会規約の改訂に伴い、県管理区間 7市 5町 1村（大和
高田市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、田原本町、
高取町、明日香村、上牧町、大淀町）が、協議会メンバーとして加わった。 
 
その後発生した平成 30 年 7 月豪雨では、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫

や土石流等が発生し、200 名を超える死者・行方不明者と多くの家屋被害に加え、
ライフラインや交通インフラ等の被災によって、甚大な社会経済被害が発生し
た。 
 
平成 30 年 7 月豪雨災害を受けて社会資本整備審議会の答申では、関係機関の

連携によるハード対策の強化に加え、大規模氾濫減災協議会等を活用し、多くの
関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な災害にも多層的に備え、 社
会全体で被害を防止・軽減させる対策の強化を緊急的に図るべきである、とされ
ている。 
 

国土交通省は、これらを踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動
計画を平成 31 年 1 月 29 日に改定した。具体的には、人的被害のみならず経済
被害を軽減させるための多くの主体の事前の備えと連携の強化、災害時の実際
に行動する主体である住民の取組強化、洪水のみならず土砂・高潮・内水、さら
にそれらの複合的な災害への対策強化等の観点により、緊急行動計画の取組を
拡充した。 
 
今後、本協議会は、毎年出水期前に開催して、取組の進捗状況を確認すると

ともに、必要に応じて取組方針を見直していく。また、実施した取組について
も訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うことと
する。 
なお、本取組方針は、本協議会規約第 5条に基づき作成した。 
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※本取組方針は、国管理区間（大和川、曽我川、佐保川）、県管理区間（大和川・
葛下川・竜田川・富雄川・曽我川・高田川・葛城川・高取川・飛鳥川・寺川・
佐保川・高瀬川・秋篠川・布留川・米川・地蔵院川・岩井川・能登川）を対象
としたものである。 

※本協議会で対象とする「大和川上流部」は、大阪府との境界である亀の瀬狭窄
部から上流の奈良盆地を中心とした奈良県域をいう。 
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２．本協議会の構成員 
本協議会の参加機関及び構成メンバーは以下のとおりである。 

参 加 機関 構成メンバー 

奈良市 
大和高田市 
大和郡山市 
天理市 
橿原市 
桜井市 
御所市 
生駒市 
香芝市 
葛城市 
平群町 
三郷町 
斑鳩町 
安堵町 
川西町 
三宅町 
田原本町 
高取町 
明日香村 
上牧町 
王寺町 
広陵町 
河合町 
大淀町 
奈良県 
 
 
 
 
 
奈良地方気象台 
近畿地方整備局 

市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
市長 
町長 
町長 
町長 
町長 
町長 
町長 
町長 
町長 
村長 
町長 
町長 
町長 
町長 
町長 
県土マネジメント部長 
奈良土木事務所長 
郡山土木事務所長 
高田土木事務所長 
中和土木事務所長 
吉野土木事務所長 
台長 
大和川河川事務所長 
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３．大和川の概要 
大和川は、水源を笠置山地に発して初瀬川渓谷を下り、奈良盆地周辺の山地よ

り南流する佐保川、秋篠川、富雄川、竜田川、北流する寺川、飛鳥川、曽我川、
葛下川等の大小の支川を合わせながら西流する。その後、大阪府と奈良県の府県
境にある亀の瀬狭窄部を経て河内平野に入り、和泉山脈を水源とする左支川石
川、東除川、西除川を合わせ、浅香山の狭窄部を通過し、大阪湾に注ぐ幹川流路
延長 68km、流域面積 1,070km2 の一級河川である。 
 
大和川上流部は、奈良盆地を囲む笠置山地、金剛山地、生駒山地といった山地

流域であり、大和川は、その東縁をなす笠置山地に源流を発し、標高 300m～500m 
程度の山間部を南西へ流れ、三輪山の麓から奈良盆地へ注ぐ。 
奈良盆地では、放射状に広がる

多くの支川が本川に集中して合流
するため、水位が急激に上昇し、河
川のはん濫や内水被害が発生しや
すい地形となっている。さらに、昭
和 30 年代後半から流域の都市化
が急速に進み、水田・ため池等の保
水機能が減少している。 
また、亀の瀬狭窄部の上流付近

は、勾配の緩い地形特性と狭窄部
の堰上げにより、洪水時に本川水
位が急激に上昇し、洪水はん濫や内水浸水等の水害を受けやすい地形的特性を
有している。 
 
昭和 57 年（1982 年）には、8 月 2 日に柏原地点において約 2,500m3/sec の

流量を記録した戦後最大となる洪水が発生した。大和川本川では、1日から 3日
にかけて、亀の瀬狭窄部の上流付近では計画高水位を超えたほか、奈良県内や大
阪府内の支川のはん濫や内水浸水の発生により、21,956 戸の家屋が浸水する等
の被害が生じた。 
 
 大和川上流部の治水対策は、洪
水調節施設（遊水地）の整備や流域
総合治水対策等を実施している。 
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４．現状の取組状況と課題 
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、多数の孤立者が発生する要因の一つとな

った避難勧告等の発令の遅れや住民の自主的避難が十分ではなかったこと、ま
た土のう積み等の水防活動が十分に出来なかったことは、これまでの水害対策
に課題があることを浮き彫りにした。 
大和川上流部において、戦後最大規模の昭和 57 年台風 10 号の他、各地で頻

発している洪水の教訓及び、参加機関が現在実施している主な減災に係る取組
状況から見えてきた主な課題の概要は以下のとおりである。 
 

【避難】 
避難経路の周知や広域避難に向けた調整、要配慮者利用施設の避難対策等

が十分でないことが挙げられ、河川のはん濫や内水被害が発生しやすい上流
部では住民等が主体的に避難行動するため取組を充実させる必要がある。 
 

【防ぐ】 
大和川上流部において、昭和 57 年水害の再度災害防止を目的として、河川

管理者が実施する堤防整備等の洪水を河川内で安全に流す対策、及び流域全
体で実施する総合治水対策を実施しているが、被害拡大を防ぐといった観点
では、計画堤防断面に満たない区間が存在することや、水防団（消防団）等と
の情報伝達の訓練が十分でない等といった水防活動に関わる課題が挙げられ
る。これら課題への対応を通じて、住民等の避難時間を一秒でも確保する取組
が必要である。 
 

【回復】 
大規模な洪水氾濫による経済への影響が極めて大きいことから、現状の状

態に早期に回復させるため、氾濫水を円滑かつ迅速に排水するための検討や、
大規模工場等への水害対策等の啓発活動への対応が課題となっている。 

 
以上の課題を踏まえ、大和川上流部の大規模水害に備えて「避難・防ぐ・回復」

に対する具体的取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指
すものである。 
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４－１ 国管理区間（大和川・佐保川・曽我川） 
参加機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題の詳細は、以下のと

おりである。 
 
（１） 情報伝達等に関する事項 

現状：○、課題：● 
アルファベット(A,B,C 等)：課題の整理記号 

 

項目 現状(○)と課題(●) 

想定される浸水リスクに 
ついて 

○大和川水系の国管理区間において、想定最大
規模の降雨による洪水浸水想定区域や家屋
倒壊等氾濫想定区域を大和川河川事務所の
ＨＰ等で公表（公表河川：大和川、佐保川、
曽我川）している。 
 

●洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫
想定区域に対する住民の理解や、住民
等に対する周知が十分でない。 

 

A 

避難勧告等の発令基準に 
ついて 

○一部の自治体（作成中）を除き、避難勧告等
の発令基準を避難勧告等の判断・伝達マニ
ュアル等に定め、その内容に基づき発令し
ている。 

 

●避難勧告等の発令基準の住民等に対
する周知が十分でない。 

 
B 

●避難が夜間の場合、避難中の災害や事
故等が懸念される。 

●空振りの避難勧告等が多発した場合
に信憑性が薄れ、避難率の低下が懸念
される。 

 
 
 
 

C 

凡例 

参考1-10



8 

項目 現状(○)と課題(●) 

避難場所、避難経路の指定に 
ついて 
 

○避難場所の住民等への周知は、防災マップ
やハザードマップに記載し、住民に配布し
ている。 

○一部の自治体は、避難経路を防災マップや
ハザードマップに記載している。 

●ハザードマップは配布されているが、見
られていない家庭もあり、避難場所の周
知が十分でないことが懸念される。 

●避難場所を指定されている自治体に
おいても、避難経路が指定されていな
い場合がある。 

D 

広域避難について 
 

○同一県内の他の市町村の区域における一時
的な滞在を考慮した広域避難計画が具体化
されていない。 

●避難場所や避難所までのルートが浸
水（外水氾濫水または内水氾濫水によ
り）する。 

●広域避難計画がなく、近隣市町との調
整についても実施に至っていない。 

 

E 

住民等への情報伝達の方法に
ついて 

○伝達方法としては、自治会組織（自治会長）
への連絡、エリアメール、WEB、防災行政無
線、広報車の利用及び、ラジオテレビ等報道
機関への協力要請等が実施されている。 

●WEB などにより情報提供を実施してい
るが、住民等に対し切迫感が伝わって
いない。 

●防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁流
の音で聞き取れない恐れがある。 

●防災情報が高齢者に伝わっていない。 
 
 

F 
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項目 現状(○)と課題(●) 

避難誘導体制について 
 
 
 
 
 

○市町職員、消防団員、警察署、自主防災組織
が連携して、避難誘導を行っている。 

○避難行動要支援者に対しては、地域住民、自
主防災組織等と連携し、避難誘導を行って
いる。 

 

●避難訓練が実施されていない場合や、
自主防災組織主体の自治体もある。 

●避難者の高齢化に配慮した避難計画
となっていない。 

●夜間などの避難勧告等発令時期のタ
イミングが難しい。 

●要配慮者利用施設等の避難誘導体制
の整備が必要。 

G 

要配慮者利用施設（社会福祉
施設、学校、医療施設等防災
上配慮を要する者が利用する
施設）の避難対策について 
 

○半数程度の施設所有者・管理者は、避難計画
を作成し、避難訓練を実施している。 

●避難計画に基づく避難訓練を実施し
ている施設所有者・管理者は少ない。 

●円滑かつ迅速な避難を実現するため、
避難計画を作成していない施設所有
者・管理者へ情報提供し、作成の拡大
が必要。 

 

H 

避難訓練の実施について 
 

○半数程度の自治体で避難場所までの避難訓
練をしているが、大和川の氾濫被害を対象
に訓練を実施している自治体は少ない。 

●ハザードマップをもとに大和川の氾
濫被害を対象とした訓練を継続的に
実施することが必要。 

 
 
 
 
 

I 
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項目 現状(○)と課題(●) 

災害教育について 
 

○全ての自治体で、小中学校や地域を対象に
水災害教育を実施している。 

●住民の防災意識・知識は十分でなく、水
災害教育の取り組みの充実・継続が必要。 J 

まるごとまちごとハザードマ
ップについて 

○半数程度の自治体での設置に留まっている。 
 

●訓練での活用が十分でない。 
●図上だけでなく現地において浸水深・
避難場所等を事前に知らせておくこ
とが重要であり、広報活動による周知
や、さらなる整備の推進が必要。 

 

K 

避難に関する啓発活動に 
ついて 

○広報を実施したり資料を作成し、周知して
いる。 

●水防災意識の伝承が必要。 
●防災に関して関心が低い人に対する
効果的な啓発活動が十分でない。 

L 

市町庁舎等の災害時における
対応 
 

○堤防の決壊等に対する対応策が十分でない
自治体もある。 

●大規模氾濫時に市役所等災害基地が
水没すると機能が低下・停止する。 

●一部の災害拠点病院が浸水想定区域
内にある。 

 

M 

大規模工場等への浸水リスク
の説明と水害対策等の啓発活
動について 
 

○相談があった場合に協議している自治体が
あるが、ほとんどの自治体が実施に至って
いない。 

●地域経済に多大な影響を及ぼす大規
模工場等への水害対策等の啓発活動
が十分でない。 

 

N 
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（２） 水防に関する事項 
項目 現状(○)と課題(●) 

水防団（消防団）等との情報
共有について 

○ほとんどの自治体は、水防団等との情報共有
をしているが、毎年連絡体制等を確認する程
度である。 

●伝達訓練をしている自治体は少ない。 
●情報伝達の訓練を含む情報提供の継続
性が必要。 

●出動初期体制の混乱や連絡体制の不備
による水防活動が遅れる恐れがある。 

●担当エリアに隣接する地区との重要水
防箇所に関する情報・認識が不十分。 

 

O 

水防体制 ○半数以上の自治体が水防倉庫だけでなく、水防
倉庫以外にも水防用の資機材を備蓄している。 

●資機材の充実が必要。 
●水防資材の点検管理の徹底（資材補充
等の的確性）が必要。 

 

P 

○一部の自治体で、水防団等を含む関係機関が
連携した実働水防訓練を実施している。 

●実働水防訓練の実施に至っていない自
治体が多い。 

●訓練が定期的に毎年実施されていない
自治体が多く、継続性の確保も課題。 

 

Q 

○半数以上の自治体が水防団等の組織を維持
するため、団員の募集などに積極的に取り組
んでいる。 

●水防団（消防団含む）構成員の高齢化
が進んでいる。 

●自主防災組織の組織率が低い。 
 

R 

参考1-14



12 

項目 現状(○)と課題(●) 

河川水位等に係る情報提供
について 

○半数程度の自治体に留まっているが、市町の
ホームページ等に大和川の河川水位等をリ
アルタイムで見れるように大和川河川事務
所ＨＰの「リアルタイム観測情報マップ」又
は国土交通省ＨＰの「川の防災情報」とリン
クを貼っている。 

●ライブ映像をホームページで提供して
いるが、箇所は限られており、各市町
の防災対策や住民の避難行動の判断に
必要な箇所に対して十分でない。 

 

S 
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（３） 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 
項目 現状(○)と課題(●) 

氾濫水の排水について 
 

○外水氾濫水を排水するポンプ施設はない。 
○内水排水のポンプを整備しているのは一部
の自治体のみ。 

○外水及び内水の氾濫水を迅速に排水するた
めの計画が必要と考えている。 

●内水排水のポンプ施設はあるが、外水
氾濫水を排水するポンプ施設がない。 

●排水計画がなく、円滑な排水実施上
の課題がある。 

●決壊を伴う大規模氾濫時等における
排水機場等の操作に関わる情報が関
係機関に共有されていない。 

●既存内水排水ポンプ施設等の活用の
課題がある。 

●排水路、排水施設等に係る情報が関
係者間で共有されていない。 

T 

 
（４）河川管理施設の整備に関する事項 
項目 現状(○)と課題(●) 

排水施設の耐水化について ○内水排水ポンプ場等の排水施設において耐
水化（門扉等の水密化など）が図られている施
設がある。 

●耐水化されている施設が少ない。 
 

U 

堤防等河川管理施設の現状の
整備状況 

○現在の堤防の高さや幅、過去の漏水実績な
どから、河川改修を実施してきている。 

●計画堤防断面に対して、高さや幅が
不足している区間や、浸透・侵食に対
して安全性が確保されていない区間
があり、洪水により氾濫する恐れが
ある。 

●河川改修の完了には時間、費用を要
する。 

V 
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４－２ 県管理区間 
参加機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題の詳細は、以下のと

おりである。 
 
（１）情報伝達、避難計画等に関する事項 

凡
例 

現状：○、課題：● 
アルファベット（AA,AB,AC 等）： 

課題の整理記号 
 

項目 現状（○）と課題（●） 
避難勧告等の発令基準
について 
 

○水位周知河川においては、一部の自治体を除いて
発令基準を定めている。また、水位周知河川以外
においては、一部の自治体を除き必要性は低い。

 

●未策定の自治体においては水位情報や浸
水想定区域図をもとに発令基準を定める
必要がある。また、奈良県において想定最
大規模の降雨による洪水浸水想定区域図
を作成済みであり、この結果を踏まえて
洪水による被害の程度に応じた避難勧告
等の発令基準を設定する必要がある。 

 

 
 
 
 

AA 

ホットラインの整備に
ついて 
 

○県と市町村の間でホットラインは整備されてい
る。 

 

●運用して間もないため、上手く活用され
ていないケースも見られた。迅速かつ適
切な情報伝達体制づくりが必要である。

 
 
 
 
 
 
 

 
AB 
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項目 現状（○）と課題（●） 
タイムラインの整備に
ついて 
 

○県とのタイムラインについては、未整備の自治体
もあるが、必要性を感じている。 

 
●想定最大規模の降雨による浸水想定区
域図を踏まえてタイムラインの整備を
進める必要がある。 

 

 
 
 AC 

住民等への情報伝達の
方法について 
 

○伝達方法としては、防災行政無線や広報車による
呼びかけ、ホームページやメール等による情報伝
達が実施されている。 

 
 
●各手段に長短があり、全住民に伝えるこ
とが難しい。住民に対して情報収集手段
の周知を進めていく必要がある。 

 
 

 
 

AD 

避難場所、避難経路の
指定について 
 

○ほとんどの自治体で避難経路を定めていない。ま
た、避難訓練を実施できていない自治体がある。

 
 

●避難経路策定については経路が多岐に
わたるため、経路選定の手法を構築する
必要がある。 

 
  

 
 

AE 

避難訓練の実施につい
て 
 

○避難訓練を実施していない又は実施状況を把握
できていない自治体がある。 

 
 

●自主防災組織（自治会）主体で実施する
自治体が多い。地元住民との連携強化が
望まれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AF 
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項目 現状（○）と課題（●） 
広域避難について 
 

○一部の自治体で広域連携の体制を整備している
（整備予定含む）。 

 
 

●洪水浸水想定区域図を踏まえ、広域連携
の必要性を再確認する必要がある。 

 
 

 
 

AG 

避難誘導体制について
 

○一部の自治体で避難誘導体制を確立している。 
 

●自主防災組織（自治会）との連携強化、避
難経路策定等により、避難誘導体制の整
備・状況把握を進めていく必要がある。 

 
 

 
 

AH 

要配慮者利用施設（社
会福祉施設、学校、医療
施設等防災上配慮を要
する者が利用する施
設）の避難対策につい
て 
 

○多くの自治体で現状を把握しているが、情報伝達
方法の策定は一部の自治体にとどまっている。 

 
 

●福祉部局と連携して要配慮者利用施設
の状況把握と情報伝達体制を進めてい
く必要がある。 

 

 
 

AI 

観測体制の充実につい
て 
 

○雨量・水位の観測体制やカメラによる監視体制につ
いては、一部の自治体で拡充が必要と感じている。

 

●設置の要望箇所を把握するとともに、計
画的に設置していく必要がある。 

 

 
 

AJ 
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（２）平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 
項目 現状（○）と課題（●） 

想定される浸水リスク
について 
 

○一部の自治体を除き、水害ハザードマップを作
成・公表している。 

 

●想定最大規模の降雨による洪水浸水想
定区域図を踏まえ、水害ハザードマップ
を作成する必要がある。 

 

 
 

AK 

水防法改正に伴う浸水
リスク（浸水実績）の公
表について 
 

○水防法改正にともない、浸水実績等による浸水リ
スク公表が義務化されたが、公表済みは一部の自
治体にとどまっている。 

 

●浸水実績の記録、作図、公表の一連の仕
組みを整備する必要がある。 

 
 
 
 

 
 

AL 

まるごとまちごとハザ
ードマップについて 
 

○県管理区間沿川での導入は一部の自治体にとど
まっている。 
 
 
●想定最大規模の降雨による洪水浸水想
定区域図を受けて浸水リスクを評価し、
設置候補の選定と整備実施を進めてい
く必要がある。 

 
 
 

 
 

AM 

災害教育について 
 

○一部の自治体で教育に組み込んでいる。 
 
 
 
●国からの情報提供を踏まえてカリキュ
ラムの見直しと授業実施を進めていく
必要がある。 

 
 

 
 

AN 
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項目 現状（○）と課題（●） 
避難に関する啓発活動
について 
 

○防災に関して広報や資料配付を実施し、周知して
いる。 

 

●防災に関する広報・啓発活動を引き続き
実施していく必要がある。 

 

 
 

AO 

河川水位等に係る情報
提供について 
 

○情報提供は一部の自治体にとどまっている。 
 

●整備が比較的容易なホームページリンク
や奈良県が運用するアラームメールの周
知・活用等を進めていく必要がある。 

 
 

 
 

AP 
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（３）水防体制の強化に関する事項 
項目 現状（○）と課題（●） 

水防体制について 
 

○多くの自治体で出動基準を定めている。 
○水防団においては高齢化が進んでおり、団員募集
を実施している。 

○水防資機材が不足していると認識する自治体が
ある。 

●水防体制の維持については今後も継続
して実施していく。なお、不足する資機
材は順次整備を進める必要がある。 

 

 
 

AQ 

水防活動における情報
伝達・共有について 
 
 

○情報伝達については問題なく実施されている。 
 

●情報伝達訓練等により実効性を高めて
いく必要がある。 

 

 
 

AR 

水防活動に関する点
検・訓練実施について
 
 

○重要水防箇所の点検や水防訓練を実施していな
い自治体がある。 

 

●水防活動の実効性を確保するためにも、
点検や訓練を実施していく必要がある。

 

 
 

AS 

水防活動における情報
伝達・共有について 
 

○多くの自治体で河川水位等の情報提供が実施さ
れていない。 

 

●整備が比較的容易なホームページリン
クや奈良県が運用するアラームメール
の周知・活用等を進めていく必要があ
る。 

 

 
 

AP 
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（４）市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項 
項目 現状（○）と課題（●） 

施設・電源の耐水化に
ついて 
 

○ほとんどの自治体で庁舎の耐水化が実施されて
おらず、今後も未定である。 

○非常用電源については、浸水による機能停止が懸
念される。 

 

●庁舎や電源の耐水化を進めるとともに、
現状において浸水した場合を想定した
対応手順等を整理しておく必要がある。

 

 
 

AT 

 
（５）氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項目 現状（○）と課題（●） 
排水施設以外の浸水軽
減対策について 
 

○多くの自治体で雨水貯留施設等の整備を進めている。
 

●排水施設等の整備を継続して進めてい
く必要がある。 

 

 
 

AU 

氾濫水の排水について
 

○多くの自治体で可搬型ポンプ等を導入している。
ただし、外水氾濫水を排水するポンプ施設がな
い。 

 

●氾濫水を排水するポンプ施設の整備は
難しい側面がある。そこで、自然排水が
困難で長期浸水が懸念される地区に対
応して可搬型ポンプ等の導入を進めて
いく必要がある。 

 

 
 

AV 
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（６）浸水被害軽減に関する事項 
項目 現状（○）と課題（●） 

浸水被害軽減に向けた
土地利用規制等の取組
みについて 
 

○ほとんどの自治体で土地利用規制に関する取組
みは実施されていない。 

 
 
●奈良県において、総合治水条例に基づく浸
水リスク（市街化編入抑制区域）を公表し
ていく予定である。浸水実績図等を含め、
これらを活用して土地利用規制等の仕組
みづくりを進めていく必要がある。 

 
 

 
 

AW 

大規模工場等への浸水
リスクの説明と水害対
策等の啓発活動につい
て 
 

○多くの自治体で実施にいたっていない。 
 

●地域経済に多大な影響を及ぼす大規模
工場等への水害対策等の啓発活動を実
施していく必要がある。 

 

 
 

AX 

 
 
（７）河川管理施設の整備に関する事項 

項目 現状（○）と課題（●） 
堤防等河川管理施設の
整備状況 
 

○大和川水系河川整備計画に基づき、河川改修を実
施してきている。 

●計画堤防断面に対して、高さや幅が不足
している区間があり、洪水により氾濫す
る恐れがある。 

●河川改修の完了には時間・費用を要する。
 
 

 
 

AY 

 
  

参考1-24



22 

５．減災のための目標 

 
円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速
な氾濫水の排水等の対策を実施することで、各参加機関が連携して
国管理区間においては令和 2 年度まで、県管理区間においては令和
3年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 
 
 

【５年間で達成すべき目標】 

水位上昇が特に早い大和川上流部の特性を踏まえ、大
規模水害に対して、「迅速、的確かつ主体的な避難」
と、「確実な水防対応」ができる地域社会を目指す。 

 
 
 
 

【目標達成に向けた３本柱】 
上記目標達成に向け、大和川上流部において昭和 57年水害の再度
災害防止を目的として、河川管理者が実施する堤防整備等の洪水を
河川内で安全に流す対策、及び流域全体で実施する総合治水対策に
加え、以下の項目を３本柱とした取組を実施する。 

１．（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、
的確かつ主体的な避難行動のための取り
組み 

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水
防活動実現への取り組み 

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回
復を可能とする取り組み 
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６．概ね５年で実施する取組 
氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識

社会」を再構築することを目的に、各参加機関が取り組む主な内容（取組項目・
目標時期・取組機関）は次のとおりである。 
 
 
3 市 8 町：奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、王寺町、広陵町、河合町 
 
 

（１）国管理区間（大和川・佐保川・曽我川） 
 
１）洪水を河川内で安全に流す対策 
 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策に関
する事項 

・長安寺地区の河道掘削等 
・目安地区の侵食対策 
・神南地区の侵食対策 
・泉台地区の浸透対策 
・窪田地区の浸透対策 
 
・藤井地区の侵食対策 

V 

 
 
令和 2年度 
令和 2年度 
令和 2年度 
平成 28 年度 
令和元年度 
令和 2年度 

 
 
 
 
近畿地整 

・土砂・洪水氾濫への対策 
  
【砂防・都道府管理河川】 
○協議会の場等において、土砂・洪水氾濫により被
災する危険性が高い箇所のうち緊急性が高い箇所に
ついて情報を共有。 
○砂防堰堤、遊砂地等の整備と河川改修等が連携し
た効率的な対策を実施すべき箇所について検討・調
整。 
 
 
 
 
 
 

 

令和 2年度 近畿地整 
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・重要インフラの機能確保 
 
【下水道・国・都道府管理河川】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、近年、浸水実績があ
り、病院、市役所など生命や防災上重要な施設の浸
水が想定される地方公共団体及び河川において、近
年の主要降雨等による重要施設の浸水被害を防止軽
減するため、雨水排水施設の整備や河川改修等の対
策を概ね完了。 
○予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効率的な
内水排除方法を関係機関で連携して検討し、順次実
施。 
【下水道】 
○浸水対策に関する取組の好事例を収集し地方公共
団体へ情報提供するとともに、都道府県が行う講習
会等を通じ、地方公共団体への助言を実施。 
○各下水道管理者において、水害時における BCP の
作成を実施。 
○浸水リスクのある防災拠点や災害拠点病院、上下
水道等の施設について、各施設管理者が実施する浸
水被害の防災軽減策の支援を推進。 

 

令和 2年度 三郷町、斑
鳩町、川西
町、三宅町、
王寺町、広
陵町、河合
町 
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２）「1.（避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な避
難行動ための取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成・更新・活用に関す
る事項 

・避難勧告等の発令基準の設定 
 
 
・避難勧告等の発令基準の周知（HP で
の公開等） 

 

B 

 
 
 
平成 28 年度 
 
 
平成 29 年度 
 

 
 
 
3 市 8 町 
 
 
3 市 8 町 

・避難勧告等の発令に着目したタイム
ラインの作成・更新 

 
 
・タイムラインの作成・更新支援 
 
 

C 

引き続き実
施 
 
 
 
引き続き実
施 
 

3 市 8 町 
 
 
 
奈良県、奈良
地方気象台、
近畿地整 

・タイムラインに基づく訓練の実施 
 
 
 

C 
G 
I 
M 

平成 29 年度 協議会全体 

・多機関連携型タイムラインの拡充 
 
【共通】 
○ゼロメートル地帯を含むエリアにおいて、公共
交通機関も参画したタイムライン策定に向けた検
討を実施。 
○主要な都市部を含むエリアにおいて、ブロック
多機関連携型タイムラインを順次展開。 

 

令和 2年度 奈良市、大和
郡山市、天理
市、三郷町、
斑鳩町、安堵
町、川西町、
三宅町、王寺
町、広陵町、
河合町、奈良
県、奈良地方
気象台、近畿
地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■ハザードマップの作成・周知等に関
する事項 

・想定最大外力を対象とした浸水想定
区域図の策定・公表 

 
 
・想定最大外力を対象とした氾濫シミ
ュレーションの公表 

A 

 
 
平成 28 年度 
 
 
 
平成 28 年度 
 

 
 
近畿地整 
 
 
 
近畿地整 
 

・広域避難に向けた調整及び検討 
 E 

平成 29 年度 3 市 8 町 

・広域避難を考慮したハザードマップ
への更新・周知 

 
 

D 
E 
I 

令和 2年度 
 

3 市 8 町 

・まるごとまちごとハザードマップの
整備・更新・周知（訓練への活用） 

 
K 

令和 2年度 
 

大和郡山市、
天理市、三郷
町、斑鳩町、
安堵町、川西
町、三宅町、
王寺町、広陵
町、河合町、
近畿地整 

・避難場所並びに避難経路の指定・更
新及び周知 

 
D 

令和 2年度 大和郡山市、
天理市、三郷
町、斑鳩町、
安堵町、川西
町、三宅町、
王寺町、広陵
町、河合町 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・応急的な退避場所の確保 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○協議会等の場において、応急的な退避場所の必
要性について検討に着手。 
○新たに市町村が退避場所の整備等を行う場合に
は、３ヵ年緊急対策で発生する建設発生土を活用
するなど、効率的な整備について検討・調整。 
○安全な避難場所への避難が困難な地域や住民が
逃げ遅れた場合の緊急的な避難先を確保する必要
のある地域において退避場所の整備。 
○洪水ハザードマップに記載されている民間施設
等を活用した緊急的な避難先の事例を収集し、調
整内容や協定の締結方法等について協議会の場等
を通じて情報提供。 

 

令和 2年度 大和郡山市、
三郷町、斑鳩
町、安堵町、
川西町、三宅
町、王寺町、
広陵町、河合
町 
 
 
 

・住民一人一人の避難計画・情報マッ
プの作成促進 

 
【国・都道府管理河川、砂防共通】 
○モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災
害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家に
よる支援方法について検討。 

 

令和 2年度 奈良市、大和
郡山市、天理
市、三郷町、
斑鳩町、安堵
町、川西町、
三宅町、王寺
町、広陵町、
河合町 

・要配慮者利用施設の避難計画作成の
促進および避難訓練の促進支援 

G 
H 

平成 29 年度 3 市 8 町、奈
良県、奈良地
方気象台、近
畿地整 
 

■防災教育や防災知識の普及に関す
る事項 

・小中学校や地域を対象とした水災害
教育の実施 

A F 
B H 
C J 
   L 

 
 
引き続き実
施 
 

 
 
協議会全体 

・水災害意識啓発の広報 
 

 

A H 
B L 

引き続き実
施 

協議会全体 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・共助の仕組みの強化 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉部局に
ついても、協議会等への参加や防災部局から当該
協議会等に関する情報提供を受けるなどにより情
報共有を実施。 
○協議会等の場を活用して、避難時の声かけや避
難誘導等の訓練及び出水時における実際の事例の
情報を共有し、より充実した取組を検討・調整。 
○要配慮者利用施設の避難における、地域との連
携事例を引き続き収集するとともに、収集した事
例を分析し、結果をとりまとめて公表。 
○地区防災計画の作成や地域の防災リーダー育成
に関する市町村の取組に対して専門家による支援
を実施。 
【国管理河川】 
○引き続き、地域包括支援センターにハザードマ
ップの掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連の
パンフレット等を設置。協議会毎に地域包括支援
センター・ケアマネージャーと連携した水害から
の高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組の実
施およびその状況を共有。 

 

令和 2年度 奈良市、大和
郡山市、天理
市、三郷町、
斑鳩町、安堵
町、川西町、
三宅町、王寺
町、広陵町、
河合町 
 
 
 
 
 
 

■避難行動のためのリアルタイム情
報発信等に関する事項 

・同報系防災行政無線等の整備 
 
 

F 

 
 
令和元年度 

 
 
3 市 8 町 

・避難行動の判断に必要な河川水位に
関する情報提供（必要箇所の拡大、
大和川水位情報提供サイトのリン
ク貼付等） 

 

S 

平成 28 年度 

 

3 市 8 町、 

近畿地整 

・メール情報配信システムの構築、利
用登録促進 

 
 
・スマートフォン等を活用したリアル
タイムの情報提供ならびにプッシ
ュ型情報発信のための整備 

 

F 

引き続き実
施 
 
 
引き続き実
施 
 
 

3 市 8 町 
 
 
 
近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・洪水予報文の改良と運用 C 
F 

引き続き実
施 

奈良地方気
象台、近畿地
整 

・危険レベルの統一化等による災害情
報の充実と整理 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○危険レベル（警戒レベル）の導入に関し、洪水予
報警報及び水位周知の発表形式の見直しを行い、
発表情報の参考となる警戒レベルが分かる発表文
にて運用。 
○関係機関との連携のもと、各種防災情報におけ
る住民自らの行動（避難準備や避難開始）のための
トリガーとなる情報を明確化し、これらのトリガ
ー情報について適切なタイミングで緊急速報メー
ルを配信するための仕組みを構築。 
○水害・土砂災害に関する緊急速報メールについ
て、緊急性とその内容が的確に伝わるよう、配信文
例を作成し関係者間で共有し、自治体にも周知。 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、これまで別々に管
理されてきた水害・土砂災害に関する情報を統合
表示するシステムによる情報提供を開始。 
【砂防】 
○危険レベル（警戒レベル）を踏まえた土砂災害警
戒情報を発表できるよう、参考となる発表文を見
直し、運用。 

 

令和 2年度 奈良地方気
象台、近畿地
整 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・洪水予測や河川水位の状況に関する
解説 
 
【国管理河川】 
○状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよ
う、解説を行う際の体制や、解説のタイミングとそ
の内容等について整理。 
○出水時に、国土交通省職員普段現場で災害対応
に当たっている専門家がリアルタイムの状況をテ
レビやラジオ等のメディアで解説し、状況の切迫
性を直接住民に周知。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 2年度 近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・土砂災害警戒情報を補足する情報の
提供 
 
【砂防】 
○スネークライン※の公表等の土砂災害警戒情報
を補足する情報に関する先進的な取組事例を協議
会等の場を通じて都道府県に共有。 
○既存システムの改修に合わせて、順次スネーク
ラインの公表等を実施。 
 
※スネークライン図は、縦軸を短期の降雨を表す
指標の「６０分間雨量」、横軸を長期の降雨を表す
指標の「累加雨量指数」として、土砂災害発生の危
険度を雨の降り始めから現在、そして３時間後の
予測までの折れ線グラフで表したものです。この
折れ線は、その変化の様子が蛇の動きに似ている
ことから「スネークライン」と呼ばれています。 

 

令和 2年度 奈良市、大和
郡山市、天理
市、三郷町、
斑鳩町、三宅
町、王寺町、
広陵町、河合
町、奈良県 
 
 
 
 
 

・簡易水位計、量水標、CCTV カメラの
設置 S 

引き続き実
施 

近畿地整 
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３）「２.（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への 
取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■水防活動の強化に関する事項 
 
・水防団(消防団含む)との情報伝達訓
練の実施 

 

O 
P 
Q 

 
 
令和 2年度 

 
 
協議会全体 

・水防団員や消防団員・水防協力団体
の募集・指定を促進 

 
R 

引き続き実施 3 市 8 町 

・関係機関が連携した実働水防訓練の
実施（水防資材の点検管理含む） 

 

O 
P 
Q 

平成 29 年度 
 

協議会全体 

・浸水時においても災害対応を継続す
るための庁舎等施設の整備（自家発
電装置等の耐水化など） 

 
M 

令和 2年度 奈良市、大和
郡山市、三郷
町、川西町、
王寺町、広陵
町、近畿地整 
 

■水防活動支援のための情報公開、情
報共有に関する事項 

・重要水防箇所の情報共有と関係市町
等との共同点検の実施 

O 

 
 
平成 28 年度 
 

 
 
奈良市、大和
郡山市、三郷
町、斑鳩町、
安堵町、川西
町、三宅町、
王寺町、広陵
町、河合町、
奈良県、奈良
地方気象台、
近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■防災気象情報の改善に関する事項 
・メッシュ情報の充実（さまざまな地
理情報との重ね合わせ 等）・利活
用の促進 

 
 
・警報等における危険度を色分け表示
（分かりやすい表示） 

 

F 

 
平成 29 年度 
 
 
 
 
平成 29 年度 

 
奈良地方気
象台 
 
 
 
奈良地方気
象台 

■危機管理型ハード対策に関する 
事項 

・堤防天端の保護 
 
・裏法尻の補強 
 

 
 
 
V 

 
 
令和 2年度 
 
令和 2年度 
 

 
 
近畿地整 
 
近畿地整 
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４）「３.（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする 
取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■排水活動及び施設運用の強化に関
する取組事項 

・大規模水害を想定した既存排水施設
等の活用方法及び排水ポンプ車の
設置箇所等、排水に関する検討 T 

U 

 
 
平成 29 年度
から実施 
 

 
 
奈良市、大和
郡山市、三郷
町、川西町、
三宅町、王寺
町、広陵町、
河合町、奈良
県、近畿地整 
 

・排水に関する訓練の実施 

T 

平成 30 年度
から実施 

奈良市、大和
郡山市、三郷
町、川西町、
三宅町、王寺
町、広陵町、
河合町、奈良
県、近畿地整 
 

・排水設備の耐水性の強化 
 
【下水道・国管理河川】 
○浸水による機能停止リスクが高い箇所におい
て、リスク低減策の検討や復旧資材の確保に着手。
○2018 年の緊急点検を踏まえ、浸水による機能停
止リスクが高い下水道施設、河川の排水機場につ
いて、排水機能停止リスク低減策を概ね完了。 
 

U 

令和 2年度 奈良市、三郷
町、斑鳩町、
川西町、三宅
町、王寺町、
広陵町、河合
町、近畿地整 
 

・大規模工場等への浸水リスクの説明
と水害対策等の啓発活動 

N 

平成 30 年度 奈良市、大和
郡山市、川西
町、王寺町、
広陵町、河合
町 
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（２）県管理区間（大和川・葛下川・竜田川・富雄川・曽我川・高田川・葛城 
川・高取川・飛鳥川・寺川・佐保川・高瀬川・秋篠川・布 
留川・米川・地蔵院川・岩井川・能登川） 

 
１）洪水を河川内で安全に流す対策 

主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対
策に関する事項 

・河川整備計画に基づく河川改
修の実施 

・河道内樹木の伐採や河道内堆
積土砂の除去等 

 
 

AY 引き続き実施 奈良県 

・本川と支川の合流部の対策 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、堤防決壊が
発生した場合に湛水深が深く、特に多数の
人命被害等が生じる恐れのある区間におい
て、堤防強化対策等を概成。 
 
 
 
 

 令和 3年度 奈良県 

・多数の家屋や重要施設等の保
全対策 

 
【国・都道府管理河川共通】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、氾濫による
危険性が特に高い等の区間において、樹木・
堆積土砂等に起因した氾濫の危険性を概ね
解消。 
○関係者が連携して、対策後における継続
的な維持管理が可能な体制を構築。 
 
 
 

 令和 3年度 奈良県 

・土砂・洪水氾濫への対策 
 
【砂防・都道府管理河川】 
○協議会の場等において、土砂・洪水氾濫
により被災する危険性が高い箇所のうち緊
急性が高い箇所について情報を共有。 
○砂防堰堤、遊砂地等の整備と河川改修等
が連携した効率的な対策を実施すべき箇所
について検討・調整。 
 

 令和 3年度 
奈良県、 
近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・重要インフラの機能確保（排水
機能の確保による） 

 
【下水道・国・都道府管理河川】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、2020 年度ま
でに、近年、浸水実績があり、病院、市役所
など生命や防災上重要な施設の浸水が想定
される地方公共団体及び河川において、近
年の主要降雨等による重要施設の浸水被害
を防止軽減するため、雨水排水施設の整備
や河川改修等の対策を概ね完了。 
○予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した
効率的な内水排除方法を関係機関で連携し
て検討し、順次実施。 
【下水道】 
○浸水対策に関する取組の好事例を収集し
地方公共団体へ情報提供するとともに、都
道府県が行う講習会等を通じ、地方公共団
体への助言を実施。 
○各下水道管理者において、水害時におけ
る BCP の作成を実施。 
○浸水リスクのある防災拠点や災害拠点病
院、上下水道等の施設について、各施設管
理者が実施する浸水被害の防災軽減策の支
援を推進。 
 
 

 継続実施 
奈良県、 
近畿地整 

■河川管理の高度化・充実に関
する事項 

・樋門・樋管等の無動力化、人員
等の運用体制の確保 

AQ 
AR 
AY 

平成 29 年度よ
り順次実施 

大和郡山市、 
御所市、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
三宅町、 
田原本町、 
王寺町、河合町、
奈良県 
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２）「１. （避難）急激な水位上昇及び浸水に対して迅速、的確かつ主体的な
避難行動のための取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

■県～市町村間のホットライン
の整備に関する事項 

・ホットライン構築による県・市
町村の連絡体制強化、住民へ
の情報提供の確実な実施。 

AB 引き続き実施 
10市 13町 1村、
奈良県、 
近畿地整 

■避難勧告等の発令に着目した
タイムラインの作成・更新・活
用に関する事項 

・避難勧告等の発令基準の設定 
 
・水位周知河川以外における発
令基準検討 

 
 
AA 

 
 
 

平成 30 年度 
 

令和 3年度 

 
 
 
10市 13町 1村、
奈良県、近畿地整 
 

・避難勧告等の発令に着目した
タイムラインの作成・更新 

 
 
・タイムラインの作成及び更新
に関する支援 

 
 
・タイムラインに基づく訓練の
実施 

AC 令和 2年度 

10市 13町 1村、
奈良県、 
近畿地整、奈良
地方気象台 
 
奈良県、近畿地
整、奈良地方気象
台 
 
10市13町1村、
奈良県、近畿地
整、奈良地方気象
台 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・多機関連携型タイムラインの
拡充 

 
【共通】 
○ゼロメートル地帯を含むエリアにおい
て、公共交通機関も参画したタイムライン
策定に向けた検討を実施。 
○主要な都市部を含むエリアにおいて、プ
ロッグ多機関連携型タイムラインを順次展
開。 

 

令和 2年度か
ら 

順次実施 
 
 
 
 
 

奈良市、大和高
田市、大和郡山
市、天理市、橿
原市、桜井市、
御所市、生駒市、
香芝市、葛城市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、高取
町、明日香村、
上牧町、王寺町、
広陵町、河合町、
大淀町、 
奈良県、 
近畿地整、 
奈良地方気象台 

■ハザードマップの作成・周知
等に関する事項 

・想定最大規模の降雨を対象と
した洪水浸水想定区域図の策
定・公表 

AK 

 
 

令和元年度 
 

 
奈良県、 
近畿地整 

・ダム操作に関わる情報提供や
住民周知のあり方の検討 
  

【国・都道府県管理河川共通】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、ダム操作に
関わる情報提供や住民周知のあり方につい
て課題のある箇所において対策を実施。 

 
令和元年度か
ら順次実施 

奈良県、 
近畿地整 

・浸水ナビへの実装 
 
【都道府県管理河川】 
○県管理河川において、想定最大規模降雨
に対応した洪水浸水想定区域図について公
表に合わせ、浸水ナビに順次実装。 

 

令和 2年度 
 
 

奈良県、 
近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・水害ハザードマップへの反映 

 

令和 3年度 
10市 13町 1村、
奈良県 

・改正水防法への理解促進、浸水
実績図の公表に向けた仕組み
づくり 

AL 
平成 29 年度か
ら実施 

10市 13町 1村、
奈良県 

・広域避難に向けた調整及び検
討 
 
 
 
・広域避難を考慮したハザード
マップへの更新・周知 

 
 
・ハザードマップポータルサイ
トへの掲載 
 
【国・都道府県管理河川等】 
○公表及び掲載用データの整備が完了した
都道府県管理河川浸水想定区域（想定最大
規模）を掲載。 

AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 3年度 
 
 

奈良市、 
大和高田市、 
大和郡山市、 
桜井市、葛城市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、 
高取町、 
明日香村、 
上牧町、広陵町、
河合町、大淀町、
奈良県、 
近畿地整 

・まるごとまちごとハザードマ
ップの検討 

AL 
AM 

平成 30 年度か
ら順次実施 

10市13町1村、
奈良県、近畿地整 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・避難場所並びに避難経路の指
定・更新及び周知 

 

AF 
AE 
AH 

令和 3年度 大和高田市、 
大和郡山市、 
天理市、橿原市、
桜井市、御所市、
生駒市、香芝市、
葛城市、平群町、
三郷町、斑鳩町、
安堵町、川西町、
三宅町、 
田原本町、 
高取町、 
明日香村、 
上牧町、王寺町、
広陵町、河合町、
大淀町、奈良県 

・応急的な避難場所の確保 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○協議会等の場において、応急的な退避場
所の必要性について検討に着手。 
○新たに市町村が退避場所の整備等を行う
場合には、３ヵ年緊急対策で発生する建設
発生土を活用するなど、効率的な整備につ
いて検討・調整。 
○安全な避難場所への避難が困難な地域や
住民が逃げ遅れた場合の緊急的な避難先を
確保する必要のある地域において退避場所
の整備。 
○洪水ハザードマップに記載されている民
間施設等を活用した緊急的な避難先の事例
を収集し、調整内容や協定の締結方法等に
ついて協議会の場等を通じて情報提供。 
 

 令和 3年度 

奈良市、大和高田
市、大和郡山市、
御所市、生駒市、
香芝市、葛城市、
平群町、三郷町、
安堵町、川西町、
三宅町、高取町、
明日香村、上牧町、
王寺町、広陵町、
河合町、大淀町 

・住民一人一人の避難計画・情報
マップの作成促進 
 
【国・都道府管理河川、砂防共通】 
○モデル地区を選定し、地域に精通し水害・
土砂災害リスク等に関する豊富な知見を有
する専門家による支援方法について検討。 

 令和 3年度 

奈良市、大和高田
市、大和郡山市、
天理市、橿原市、
桜井市、御所市、
香芝市、葛城市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、高取町、
明日香村、上牧町、
王寺町、河合町、
大淀町 
近畿地整、奈良地
方気象台 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・要配慮者利用施設の現状把握 
 
・要配慮者利用施設の避難計画
作成の促進および避難訓練の
促進支援 

 

AI 
 
 

平成 30 年度 
 

令和 2年度 
 
 

10市13町1村、
奈良県 

■防災教育や防災知識の普及に
関する事項 

・小中学校や地域を対象とした
水災害教育の実施 

・水害リスクの程度に応じた水
災害意識啓発の広報（出前講
座の実施） 

 
 
 
・住民参加型の避難訓練の実施
状況、今後の予定等の共有 

 
【国・都道府県管理河川、砂防共通】 
○関係機関が連携して実施する、自治体の
避難情報、河川やダム等の防災情報等を活
用した住民参加型の避難訓練や、避難場所
への避難訓練について、これまでの実施状
況や様々な工夫、今後の予定を協議会等の
場で共有。 

 
 
 
AN 
AO 

 
 

平成 29 年度か
ら順次実施 

 
 
 
 
 
 
 
 

継続実施 

10市13町1村、
奈良県、近畿地
整、奈良地方気象
台 
 
 
 
奈良市、大和高
田市、大和郡山
市、天理市、橿
原市、桜井市、
御所市、生駒市、
香芝市、葛城市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、高取
町、明日香村、
上牧町、王寺町、
広陵町、河合町、
大淀町、奈良県、
近畿地整、奈良
地方気象台 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・共助の仕組みの強化 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉
部局についても、協議会等への参加や防災
部局から当該協議会等に関する情報提供を
受けるなどにより情報共有を実施。 
○協議会等の場を活用して、避難時の声か
けや避難誘導等の訓練及び出水時における
実際の事例の情報を共有し、より充実した
取組を検討・調整。 
○要配慮者利用施設の避難における、地域
との連携事例を引き続き収集するととも
に、収集した事例を分析し、結果をとりま
とめて公表。 
○地区防災計画の作成や地域の防災リーダ
ー育成に関する市町村の取組に対して専門
家による支援を実施。 
 

 継続実施 

奈良市、大和高
田市、大和郡山
市、天理市、橿
原市、桜井市、
御所市、生駒市、
香芝市、葛城市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、高取
町、明日香村、
上牧町、王寺町、
広陵町、河合町、
大淀町、奈良県、
奈良地方気象台 

■避難行動のためのリアルタイ
ム情報提供等に関する事項 

・リアルタイム情報の沿川住民
への提供等 

 

AD 
AP 

平成 30 年度 
10市 13町 1村、
奈良県 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・危険レベルの統一化等による
災害情報の充実と整理  

 
【国・都道府管理河川共通】 
○危険レベル（警戒レベル）の導入に関し、
洪水予報警報及び水位周知の発表形式の見
直しを行い、発表情報の参考となる警戒レ
ベルが分かる発表文にて運用。 
○関係機関との連携のもと、各種防災情報
における住民自らの行動（避難準備や避難
開始）のためのトリガーとなる情報を明確
化し、これらのトリガー情報について適切
なタイミングで緊急速報メールを配信する
ための仕組みを構築。 
○水害・土砂災害に関する緊急速報メール
について、緊急性とその内容が的確に伝わ
るよう、配信文例を作成し関係者間で共有
し、自治体にも周知。 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、これまで
別々に管理されてきた水害・土砂災害に関
する情報を統合表示するシステムによる情
報提供を開始。 
【砂防】 
○危険レベル（警戒レベル）を踏まえた土
砂災害警戒情報を発表できるよう、参考と
なる発表文を見直し、運用。 
 

 令和 3年度 
奈良県、近畿地
整、奈良地方気象
台 

・防災施設の機能に関する情報
提供の充実 
 
【国・都道府管理河川共通】 
○ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の
必要性等に関する流域住民等へ周知。 
○ダム等の洪水時の操作に関するわかりや
すい情報提供等が必要なダムについては、
関係機関と調整を図り、調整が整ったダム
等から順次実施。 
【都道府県管理河川】 
○都道府県ダムのうち、洪水時の操作に関
するわかりやすい情報提供が必要なダム
は、関係機関と調整し、調整が整ったダム
から順次実施。 
 

 令和 3年度 奈良県 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

・土砂災害警戒情報を補足する
情報の提供 
 
【砂防】 
○スネークラインの公表等の土砂災害警戒
情報を補足する情報に関する先進的な取組
事例を協議会等の場を通じて都道府県に共
有。 
○既存システムの改修に合わせて、順次ス
ネークラインの公表等を実施。 

 
※スネークライン図は、縦軸を短期の降雨
を表す指標の「６０分間雨量」、横軸を長
期の降雨を表す指標の「累加雨量指数」
として、土砂災害発生の危険度を雨の降
り始めから現在、そして３時間後の予測
までの折れ線グラフで表したものです。
この折れ線は、その変化の様子が蛇の動
きに似ていることから「スネークライン」
と呼ばれています。 

 
令和元年度か
ら順次実施 

奈良市、大和郡
山市、天理市、
橿原市、桜井市、
御所市、葛城市、
平群町、斑鳩町、
明日香村、王寺
町、河合町、大
淀町、奈良県、 
奈良地方気象台 

・簡易水位計、量水標、CCTV カ
メラの設置検討・整備 

 
・レーダ雨量計等の代替手段の
利用（情報提供場所の理解促
進） 

AJ 

令和 3年度 
 
 

平成 30 年度 
 

10市 13町 1村、
奈良県、近畿地整 

・ダム放流警報設備等の耐水化
や改良 
 
【国・都道府県管理河川共通】 
○ダム放流警報設備等の耐水化や改良等が
必要な施設については、関係機関との調整
を実施し、調整が整ったダムから順次、対
策を実施。 

 
・浸水や停電により観測・監視で
きなくなる水位観測所への対
策 
 
【国・都道府県管理河川共通】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、浸水や停電
により連続的な観測・監視ができなくなる
恐れのある水文観測所において、浸水・停
電を実施。 

 令和 3年度 

 
奈良県 
 
 
 
 
 
奈良県、 
近畿地整 
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３）「２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り

組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

■水防活動の強化に関する事項 
・水防団員や消防団員・水防協力
団体の募集・指定を促進 

 
・出動基準の必要性の再確認、基
準整備 

 

AQ 
 

 
令和 2年度 

 
 

令和元年度 
 

10 市 13 町 1
村、奈良県 
 

・水防団(消防団含む)との情報
伝達訓練の実施 

 
 
・関係機関が連携した実働水防
訓練の実施（水防資材の点検
管理含む） 

AR 
AS 
 
 

平成 30 年度か
ら 

順次実施 
 

令和 2年度 
 

10市13町1村、
奈良県、 
奈良地方気象
台 

・想定最大規模洪水を踏まえた
浸水時においても災害対応を
継続するための庁舎等施設の
改修検討（自家発電装置等の
耐水化など） 

 
・想定最大規模洪水を踏まえた
施設浸水を想定した業務継続
計画等の検討 

AT 

令和 3年度 
 
 
 
 
 

平成 30 年度か
ら 

順次実施 

大和高田市、 
大和郡山市、 
橿原市、御所市、
生駒市、葛城市、
平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、
田原本町、 
王寺町、広陵町、
河合町、大淀町、
奈良県 

■水防活動支援のための情報公
開、情報共有に関する事項 

・重要水防箇所の情報共有と関
係市町等との共同点検の実施 

AQ 
AR 
AS 

令和元年度から
順次実施 

10市13町1村、
奈良県、 
奈良地方気象台 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

■防災気象情報の改善に関する
事項 

・メッシュ情報の充実（さまざま
な地理情報との重ね合わせ 
等）・利活用の促進  

 
・警報等における危険度を色分
け表示（分かりやすい表示） 

AP 

 
 

平成 29 年度 
 
 
 

平成 29 年度 
 

奈良地方気象台 

■危機管理型ハード対策に関す
る事項 

・堤防天端の保護 
 
 
・裏法尻の補強 

AY 

 
 
令和元年度から
実施 
 
令和元年度から
実施 

 
 
 
奈良県、 
近畿地整 
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４）「３. （回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする取
り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
番号 

目標時期 取組機関 

■排水活動及び施設運用の強化
に関する事項 

・排水施設等の検討・整備 
 
 
・大規模工場等への浸水リスク
の説明と水害対策等の啓発活
動 

 
 
AU 
AV 
 
AX 

 
 

平成 30 年度か
ら順次実施 

 
令和 2年度 

 
 

10市13町1村、
奈良県 

 
 
・排水設備の耐水性の強化 
 

【下水道・国管理河川】 
○浸水による機能停止リスクが高い箇所に
おいて、リスク低減対策の検討や復旧資材
の確保に着手。 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、浸水による
機能停止リスクが高い下水道施設、河川の
排水機場について、排水機能停止リスク低
減策を概ね完了。 

  
 
 
 

令和 2 年度から
順次実施 

大和高田市、
橿原市、桜井
市、川西町、三
宅町、田原本
町、高取町、明
日香村、王寺
町、河合町、奈
良県 

■浸水被害軽減に向けた土地利
用規制等に関する事項 

・浸水被害軽減地区の検討 
 
・適切な土地利用の促進、周知 

AW 

 
 

令和 3年度 
 

令和 3年度 
 

 
 
10市13町1村、
奈良県 
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７．フォローアップ 
各機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画等に反

映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこ
ととする。 
 
原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応

じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じ
て習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこととする。 
 
なお、本協議会は今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の動

向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 
 
 
 
 
（附則） 
本取組方針は、平成 28 年 10 月 11 日に策定 
本取組方針は、平成３０年３月２６日に平成 29 年 8 月 30 日の協議会規約の
改正に伴う改訂、県管理区間の取組等の追加に伴う改訂 
本取組方針は、令和２年７月１５日に緊急行動計画の改定（H31.1.29）を反

映 
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令和元年度 機関ごとの具体的な取組 
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参考資料2



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良市の取組状況
（防災体制・避難勧告等発令基準の見直し）

取組機関名 奈良市、奈良地方気象台

具体的取組 警戒レベルに応じた防災体制及び避難勧告等発令基準の見直し

主な内容 ５段階警戒レベルに応じた市の防災体制、避難勧告発令基準、具体的な発令地点

○趣旨

平成３１年３月２９日、内閣府は水害・土砂災害からの避難の在り方を見直した「避難勧告等に関するガイドライ

ン」改正。ガイドラインでは、住民が速やかに避難しないケースが相次いだ平成３０年７月豪雨を教訓に、防災気象情

報が５段階の警戒レベルで整理されました。本改正を受け、地域防災計画に示す市の配置体制を見直し、水害時におけ

る適時適切な防災体制の確立を目指し、避難勧告等の発令基準を見直しました。また見直しに当たっては、気象情報に

基づく市の対応基準を設定するため、前年度に引き続き奈良地方気象台との連携・情報交換を実施しました。

○避難勧告等の発令地域について
●洪水警報の危険度分布等の気象情報を活用し、浸水想定区域に焦点を当て発令

●市域を、鼓阪～帯解地区以西の市街地と、東里～精華地区以東の山間部の２つに区分して、その地域に洪水警報

の危険度分布（５kmメッシュ）の情報が発出されたことをもって、該当する地域の浸水想定区域を基本として避

難勧告等を発令

警戒

レベル
気象台からの気象情報等

防災

体制
市の体制及び避難勧告等の発令

１ ・ 警報級の可能性［中］、［高］ － （平素の体制） ・危機管理課内の情報収集

２

洪
水
注
意
報

・ 洪水注意報 １ １ 災害準備体制 ・危機管理課員による情報収集

・ 洪水警報の危険度分布
＝ 黄（注意）

１ ２ 災害注意体制
・危機管理監等による情報収集
・本部要員、自宅スタンバイ

・ 警報に切り替わる可能性
が高い注意報

２ 災害警戒体制

・災害警戒本部設置
（危機管理監以下）

・避難所職員、自宅スタンバイ
・状況により、避難所開設３相当

洪
水
警
報
／
大
雨
警
報
（
浸
水
害
）

・ 洪水警報
・ 大雨警報（浸水害）

３
・ 洪水警報の危険度分布

＝ 赤（警戒）
・ 氾濫警戒情報 等

３

避難準備・高齢者等避難開始

災害対策体制
・避難所開設
・災害対策本部設置（市長以下）

４

・ 洪水警報の危険度分布
＝ 紫（非常に危険）

・ 氾濫危険情報 等
４－１

避 難 勧 告

災害対策体制（増強） ・災害対策本部増強

・ 洪水警報の危険度分布
＝ 濃紫（極めて危険）

４－２

避難指示（緊急）

全庁的災害対策体制 ・全庁的な対応

５ ・ 大雨特別警報（浸水害） ５ 災害発生情報

警 戒 レ ベ ル に 応 じ た 市 の 対 応 基 準

○従来の問題点
●洪水情報の危険度分布といった気象情報に関する利活用について未確定⇒最新の気象情報を避難勧告等の基準反映

●避難勧告等の基準が不明瞭 ⇒ 明確な発令基準を設定
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

大和高田市の取組状況
（河川及び貯留施設監視カメラ設置工事）

取組機関名 大和高田市

具体的取組 避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する取組

主な内容 河川及び雨水貯留施設への監視カメラの設置・整備

①蔵之宮町地内雨水貯留施設監視カメラ ③池田貯留施設
・大和高田市蔵之宮町13番47号付近 ・大和高田市今里河合方23番地付近
・令和２年３月設置 ・令和２年３月設置

②葛城川（今里河合方付近）監視カメラ
・大和高田市今里河合方23番地付近
・令和２年３月設置

○監視カメラ設置場所

○設置場所の様子

市内２カ所の雨水貯留施設に設置したカメラは貯留施設及び引き込みを行っている水路の水位をリアルタ
イムに監視することにより、一番効果的なタイミングでポンプ操法を行い、下流域の浸水被害の軽減に努
める。
また、葛城川沿いに設置された監視カメラについては、河川に隣接する道路がJR線路のアンダーパスとな
っており、水位上昇により頻繁に水没するため、適切なタイミングで通行止めや開通作業を行うことがで
きるようになると考える。

○カメラ整備による効果・ねらい

①蔵之宮貯留施設監視カメラ

②葛城川（今里河合方付近）監視カメラ

③池田貯留施設
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

取組機関名 大和郡山市

具体的取組 市町村広域災害ネットワーク

主な内容 関東、中部、東海、近畿、中国、四国、九州の21市1町村の災害時の相互応援協定

【参加市町】
泉大津市、可児市、甲府市、四国中央市、玉野市、野洲市、刈谷市、益田市
日向市、亀山市、阿久根市、那珂市、柳井市、高砂市、磐田市、行橋市、
橋本市、苅田町、香南市、八幡市、神埼市、大和郡山市

【日程 場所】
令和元年6月10日 東京 （毎年度開催）

【内容】
大規模災害時の被災自治体への相互支援活動について、首長会議を開催。
食料、生活必需品、資機材等の提供、及び職員の派遣などについて、協議。

【会議写真】

【実例】
・昨年度発生した災害の被災状況について、市町間での相互連絡。

・新型コロナウイルス体制に関しての意見交換。

大和郡山市の取組状況
（市町村広域災害ネットワーク会議）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

取組機関名 天理市

具体的取組

主な内容 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）

○日時・参加機関
実施日時

令和元年８月４日（日）
参加機関

天理市消防団、奈良県広域消防組合天理消防署、天理市
・場所：天理消防署西側公園
・概要：出水期を迎えるにあたり、迅速かつ的確な水防活動に資するために、天理市消防団・天理消防署と合同で、

水防の基本となる「土のう作り」、「くい打ち」、「改良積み土のう工法」などを学ぶ訓練を実施し、水防技術の
向上と防災体制の連携強化を図りました。

○訓練の様子

水防活動の強化に関する事項

開会 訓練全体説明

土のう作り くい打ち

○期待する効果

○梅雨期から台風期の出水期には、本市においても河川等の越水や浸水、土砂災害等が発生している。近年の多発す
る自然災害に備え、被害を 小限に食い止めるためにも、今後も基本的な水防工法について実施演習する機会を定期
的に設け、発災時に適切な対応を取れるよう取り組んでいきたい。

天理市の取組状況
（合同水防訓練の実施）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

橿原市の取組状況
（リアルタイム情報配信のための整備）

取組機関名 奈良県、大和高田市、橿原市

具体的取組 避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項

主な内容 簡易水位計、CCTVカメラの設置検討・整備

・日時
平成30年3月 設置希望箇所要望
平成30年10月 実証実験候補地協議
平成30年12月 設置完了
平成31年1月 運用開始

・場所
曽我川支川小金打川合流部直近部（旧高田東高等学校付近）

・概要
曽我川の水位上昇に伴い小金打川が排水不良となる下流部である橿原市曲川町では道路冠水や

・浸水被害の常襲地域となっている。カメラ及び水位計による遠隔監視が可能になる。

小金打川への危機管理型水位計の設置場所 設置状況（カメラ）

平成29年台風21号における浸水箇所 設置状況（水位計・太陽光パネル）

・今後の方向性
設置していただきました水位計及びカメラを台風や降雨時には常時監視を行い、水位上昇時には
リアルタイムな情報をカメラより読み取り、警察及び大和高田市と連携し速やかな交通規制及び
地域住民への注意喚起の情報提供に活用します。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

橿原市の取組状況
（防災意識の向上による減災対策）

取組機関名 奈良県、橿原市

具体的取組 防災教育に関する事項

主な内容 市民に対する出前講座等と職員に対する防災研修会の実施

取組概要

市内の自主防災組織１５０団体あるいは自治会などに対し、防災に関する出前講座や安心パークでの講
習を行い、災害時における自助・共助の重要性、平常時からのハザードマップの利活用や水害・土砂災害
の防災情報の警戒レベルについて周知を図り、市民の防災意識の高揚と災害時の個人及びコミュニティの
地域活動能力の向上を図る。
また、職員に対し実際に東北での災害を経験した語り部による研修会を開催し、職員の危機対応能力向

上を図る。

出前講座実施状況

実施期間 平成３１年４月１日～令和２年３月末日 （実施状況は１２月末時点）
出前講座 自主防災会＋自治会 １６団体 ４５６名

事業所など ３団体 ６２名
安心パーク 自主防災会+自治会 ５５団体１，５７９名

事業所など １６団体 ４０３名 合計９０団対 ２，５００名

職員研修実施予定

実施日時 令和２年１月３０日(木）
１３：３０～１５：３０

参加予定者 １００名
実施場所 安心パーク
スケジュール
13：30～
被災地（栃木県佐野市）派遣職員報告
～被災家屋認定調査～

13：45～15：30
講師 被災経験市元防災課長による
～ 被災地職員の体験と教訓について～

取組状況 参加者意見

・ハザードマップを見て自分の住んでいる場所は
５０ｃｍまでの浸水なので、避難所に行かず、２
階に避難することで命が守れることがわかった。

・警戒レベルがついてから、避難のタイミングがわ
かりにくくなった。

・警戒レベル３相当で全員避難する必要があると
思っていたが、市が発令する避難準備情報と違う
ことが良く判った。

・地域のコミュニティ活動、日頃の近所付合いが防
災につながることが理解できたので、積極的に参
加していこうと感じた。

・川が氾濫しないように、河川整備などの対策を
もっと実施してほしい。

実施状況
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

桜井市の取組状況
（ハザードマップ等の周知に係る説明会）

〇日時・参加者
①令和 元年 ９月 ８日（日）
桜井市忍阪区の住民 １５２名
奈良県職員 ６名
桜井市職員 ２名

〇説明会等の様子
① 住民説明会では、浸水及び土砂災害のハザードマップを活用し、避難準備品、
避難場所及び避難経路の選定に係る説明を行った。
また、訓練実施前にフィールドワークを実施し、地域の危険個所など気付い
たことを記録。それ以外にも地域内で避難できる場所・避難経路・避難にか
かる時間などを知る機会となった。

取組機関名 桜井市・奈良県

具体的取組 ハザードマップの周知、フィールドワーク及び避難訓練

主な内容 桜井市内の自主防災会にて地域の危険箇所及び避難経路の検討を行った
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

取組機関名 御所市生活安全課

具体的取組 御所市総合防災マップの作製、 令和1年度事業

主な内容 県の浸水害エリア見直しに伴い、洪水・土砂災害ハザードマップ及び地震揺れやすさマッ
プを統合し、総合防災マップを作成した。

御所市の取組状況
（御所市総合防災マップの作製）

市長挨拶、目次

市内を９のエリアに分割表示し、市民がお住いの地域の
危険性の有無や危険度を認識しやすいよう工夫した。

※浸水害、土砂災害、地震時の揺れやすさ等避難の心得、避難所一覧などについて、１冊に統合し、市内
約1万２千世帯に全戸配布した。
配布時期：令和２年３月末
※御所市ホームページに防災マップをＰＤＦ化し見やすいように工夫した。
ＵＲＬ：http://www.city.gose.nara.jp/0000002753.html
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

生駒市の取組状況
（水防訓練）

取組機関名 生駒市、生駒市消防本部、奈良県河川課、郡山土木事務所

具体的取組 風水害等の自然災害に備えるため、専門的知識を有する指導者による講習会を開催

主な内容 「水害に備えて」をテーマに県内の水害事例や減災対策等

・日時：令和元年６月１８日（火）午前１０時～１１時
・場所：生駒市役所４階大会議室
・概要：奈良県河川課より講師を招き、市職員、消防職員及び消防団員の防災・減災意識と
水防に関する知識を高めることを目的として実施した。防災担当課だけでなく、河川に関係
する複数の部署から参加した。
参加機関：生駒市、生駒市消防本部、奈良県河川課、郡山土木事務所（計６１名）

○日時・参加機関

○講義の様子

○今年度出水期より水害や土砂災害についての災害情報は警戒レベル５段階で発令すること
となり、ホームページや広報誌等で市民の方々にも周知しているが、職員においても日頃か
ら気象情報を注視し、迅速な対応ができるよう事前に動員表等で自身の役割を把握しておく
必要もあるため、このような啓発の機会は重要であると認識している。
○令和元年度においては、特に東日本において集中豪雨や台風による被害が多数発生し、生
駒市においては、幸いにして風水害による被害はなかったが、避難準備・高齢者避難準備を
発令した。このような被害を最小限におさめるためには、さらなる水害に対する備えが必要
になると感じた。

○参加機関からの感想
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

香芝市の取組状況
（ため池の治水利用による流域対策）

取組機関名 香芝市

具体的取組 ため池の治水利用による流域対策

主な内容 既存ため池における洪水調整施設の整備

一級河川大和川水系葛下川の流域に位置する香芝市では、近年の著しい市街化や集中豪
雨等の異常気象により、流域における浸水被害発生の危険性が高まっているおり、「ため
池の治水利用」等、流域の保水・遊水機能を回復させるための対策が必要である。

○事業概要

○期待される効果

〇流域対策の必要性

「橋詰池」は、浸水常襲箇所に近接しており、本事業により池周辺や下流域における浸
水被害の防止効果が期待できる。

現況

満 水 位 WL．58.82

満水面積 ３，９００㎡

貯水容量 ８，３００ 

受益地面積からの
計算による利水容量 ３，８００ 

計画

満 水 位 FWL．58.06

満水面積 ３，５００㎡

治水容量 ２，７００ 

貯水容量 ５，４００ 

○施設諸元

本事業は、本市瓦口地内の「橋詰池」において、大雨時に雨水を貯留できるよう、既存
の余水吐を改造し、洪水調整施設を整備するものである。
昨年度より地元水利組合と協議を行い、周辺農地の減少により利水量も減っていること

から、治水利用について同意が得られたため、今年度工事に着手し令和２年度に完成する
予定である。

橋 詰 池

余水吐（着手前）

全景（着手前）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

平群町の取組状況
（防災ハザードマップを用いた住民への危険個所の周知活動）

取組機関名 平群町

具体的取組 更新された洪水浸水想定区域の出前講座等での住民への周知活動

主な内容 防災出前講座等での住民への危険個所の周知

《背景と目的》
平成３１年３月に告示された洪水浸水想定区域は、既公表（平成１８年９月）の結果と比べて、大きな変化が見
られた。現在、平群町では防災ハザードマップの更新作業を実施しており、作成完了後に住民へ各戸配布等で
周知を行う予定だが、それまでの空白期間を埋めるため、

また、４月以降では、平群町防災ハードマップの完成が見込まれるため、防災出前講座でも、ハザードマップ
の存在、マップの見方と一緒に、地域に潜む危険性について洪水浸水想定地域に該当如何に関わらず、周知
を行っていく。

《今後の周知方法》
・防災出前講座での土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域の変遷を住民へ伝える。
・平群町ホームページにて更新後の防災ハザードマップを公開予定。

平群町 南部エリア

洪水浸水想定区域の変遷

平成３１年３月公表平成１８年９月公表

平群町 防災出前講座の様子
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

三郷町の取組状況
（坂根川地区雨水溢水対策工事）

取組機関名 三郷町

具体的取組 雨水溢水対策工事（坂根川地区）

主な内容 大和川の水位上昇に伴う支川（坂根川）の内水対策工事を実施した。

○報告書

○概要

・平成２９年１０月に発生した台風２１号による大雨の影響により、町内各地で内水被害が発生したことから、こ
れらの被害を解消、若しくは軽減すべく、実現可能な対策案の検討を行った。
→『平成３０年度 三郷町雨水溢水地区調査業務』

・坂根川地区においては、浸水範囲が約3,000㎡、浸水深が最大1.4m、床上浸水が3棟、床下浸水が1棟の被害を受
けた。

・令和元年度において、坂根川（立野北調整池）護岸の嵩上げ（H=0.8m～1.39m）を実施した。

坂根川地区（坂根川下流）における対策工事→護岸の嵩上げ

施工後施工前
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

●取組機関名 斑鳩町
●取組内容  避難所看板の更新

斑鳩町の取組状況
（避難所看板の更新）

●実施年度  平成31年度

●実施内容  日本工業規格（ＪＩＳ）において、「災害種別図記号」が改正さ
れ、避難場所表示の標準化の通知に伴い、避難場所・避難所・
災害種別図記号表示・外国語の表記を⾏い、避難所看板の表示の
更新を実施。

●実施効果  避難看板表示を避難場所・避難所・災害種別図記号表示・外国語
の表記を⾏うことにより、訪日・定住外国⼈をはじめ、多くの⼈
に、日頃からの災害時の避難⾏動について、理解・周知を図るこ
とができる。

●避難所看板更新状況

更新前

更新後
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

取組機関名 安堵町

具体的取組 ハザードマップの作成・周知等に関する事項

主な内容 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知

取組内容
○避難所案内表示看板の更新
【実施年度】
平成３１年度

【内 容】
町内約６０箇所に設置している既存の避難所案内表示看板の内容が解りにくいという意見が
多くあるため、看板の更新を実施する。

【効 果】
既存の看板は、突発的な地震等の災害を想定した指定避難所を案内しており、案内している
避難所の中には、浸水想定区域内で水害時に使用できない施設も表示しています。
表示内容を避難可能な災害種別を表示したものに改めることにより、平時からの住民への理
解・周知を図る。

更新前（一例） 更新イメージ

安堵町の取組状況
（避難所案内表示看板の更新）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

川西町の取組状況
（ＨＰ上への防災情報リンク集作成）

取組機関名 川西町

具体的取組 避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項

主な内容 レーダ雨量計等の代替手段の利用（情報提供場所の理解促進）

【実施状況】

川西町に関する防災情報について、関係機関が発信する情報を町ホームページに
集約し、「より多くの情報を一括して提供する」ことを目指し、住民への迅速な情
報周知を図るためリンク情報を貼り付けした。
具体的には、国及び県管理河川の情報一括して提供する国土交通省や気象情報全

般を取り扱う気象庁などをリンク先として選定し、町ホームページとのリンクを行
った。リンク先については、発信元の情報ソースを検証のうえ、ホームページへの
掲載を増やしていきたい。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

三宅町

三宅町の取組状況
（大和川総合治水対策）

○今後の対策
○更なる対策として、浸水地域への止水板の一致等も検討中である。

取組機関名 三宅町、伴堂自治会、石見自治会、屏風自治会、三河自治会、及び耕地組合等

具体的取組 ため池治水対策

主な内容 大和川総合治水対策及び減災対策に係る取り組み

○ ため池

○日時・取組機関

奈良県磯城郡三宅町地内
・日時：平成31年度2月三宅町、三宅町4池自治会及び耕地組合等と協定を締結
・場所：三宅町4池（伴堂池、石見池、屏風池、三河池）
・概要：大和川総合治水対策及び減災対策の取り組みとして、三宅町にある4池のため池治水対策の協定を各自治会

耕地組合等と取り交わし義務量3,000 を超える7,250 を達成し、三宅町が取り組む減災対策として、
差し引きの4,250 を位置付けを行った。

三宅町 伴堂池 三宅町 石見池

三宅町 屏風池 三宅町 三河池
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

三宅町の取組状況
（三宅町総合防災訓練）（予定）

取組機関名 三宅町

具体的取組 水防活動の強化に関する事項

主な内容 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）

○日時・参加機関

奈良県磯城郡三宅町地内
【日時】：令和2年2月23日(日) 8時30分～12時00分（小雨決行）（予定）
【主催】：三宅町
【場所】：三宅町文化ホール・中央公民館
【参加者】：三宅町在住の方
【参加者数】： 名
【協力期間】：三宅町自主防災組織連絡協議会、三宅町社会福祉協議会、三宅町消防団、天理警察署、三宅町自治

会長会、三宅町赤十字奉仕団、三宅町教育委員会

「自分たちの命は自分たちで守る」という自助・共助の原則を再認識するために行うものとし、各自主防災会が
住民を指導するスタイルで行う。また、大規模災害時には、自主防災会や町内各種団体及び住民が「協力と支え

合うことを目指した《住民手作り型訓練》

【想定】：
【研修】：

【全体】
【講演】
【各ブース別訓練関係】

○目的

○内容

○訓練の様子

○参加者からの感想

三宅町文化ホール（全体講演） 三宅町役場駐車場（各ブース訓練） 三宅町役場駐車場（水位確認体験）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

田原本町の取組状況
（ため池による雨水一時貯留）

取組機関名 田原本町

具体的取組 雨水の一時貯留のための、ため池活用に係る管理者との協定締結

水害被害軽減を目的に、既存のため池である阪手二丁池と阪手新池において、大雨時の雨水を一時的
に貯留する協定書を阪手水利組合及び阪手南北自治会と締結した。協定書の締結により阪手地区にお
いて、大雨時の雨水を一時的に貯留することが可能となり、水害被害の軽減が期待できる。

主な内容
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

田原本町の取組状況
（防災出前講座による減災対策）

取組機関名 田原本町

具体的取組 防災出前講座

町内会、防災会等各種団体要請により、希望会場で防災・減災等について講座を開く。
昨年、台風１９号が全国に猛威を振るったことは、住民にとって記憶に残るものであった。
よって、主に今年度は「水防」について話をすることにより、自治会や各家庭内で各々水害対策を講
じられる期待が高まり、間接的に減災につながると考えられる。

主な内容

◎町内会での防災出前講座

◎防災フェスタでの
防災出前講座（講演会）

◎Pepper による防災出前講座
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

高取町の取組状況
（避難訓練の実施・防災マップづくりＷＳの実施）

取組機関名 高取町立たかむち小学校、高取町立高取中学校

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 災害が発生した際の児童の避難経路確認、防災意識向上

○日時・参加機関

①
日時：令和元年５月８日、１０月１７日、令和２年１月２１日
場所：たかむち小学校
対象：全校生徒 ３２０名

②
日時：令和元年７月９日
場所：高取中学校
対象：全校生徒１４３名

〇内容
地震や火災など様々な災害を想定し、避難訓練を行った。

取組機関名 奈良県、高取町、町内自治会

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 災害が発生した際の避難経路や避難先の確認、防災意識向上

○日時・参加機関

日時：令和２年２月１５日（土）１０：００～１７：００
場所：高取町役場
対象：町内全自治会（２４自治会）、自主防災組織１団体

〇内容
土砂災害や洪水災害を想定し、地域の防災マップづくりワークショップを奈良県と共催した。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

高取町の取組状況
（災害時用備蓄品の整備・ため池の防災調整池化）

取組機関名 高取町

具体的取組 水防活動の強化に関する事項

主な内容 災害時必要物資の備蓄

〇内容
災害に備え、非常食・非常用飲料水・毛布・タオルケット・土嚢袋の備蓄を行った。

取組機関名 高取町

具体的取組 排水活動及び施設運用の強化に関する事項

主な内容 現有ため池の雨水貯留機能の追加

〇内容
町内のため池の水位を低くするとともに、排水設備を増やし雨水貯留機能を持たせる工事を行った。

・丹生谷新池

・びわ谷池
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

原本pdf
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

上牧町の取組状況
（水害ハザードマップへの反映・治水利用可能なため池の検討）

取組機関名 上牧町

ハザードマップの作成・周知等に関する事項
ため池貯留浸透事業予備調査業務

主な内容 水害ハザードマップへの反映
治水利用可能なため池の検討

具体的取組
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

○参加者の感想

王寺町の取組状況
（防災出前講座）

取組機関名 王寺町

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施

○日時・実施対象団体

６月２０日（木） 白鳳短期大学
９月 ３日（火） 久度サロン（任意団体）
９月 ５日（木） ここからカレッジ（任意団体）
９月 ８日（日） 舟戸山自治会

１０月２４日（木） すくすく広場

令和元年度、各種団体からの要望に応じて防災に関する出前講座を実施しました。
過去の水害（昭和５７年、平成２９年）による被害を交えて、災害の怖さを伝えるとともに、
水災害の危険性が高い地区であることの再周知や早期避難及び事前の備え（自助）が 重要であることを周知しました。
出前講座の実施にあたり、まるごとまちごとハザードマップの事例紹介や、地震・土砂災害に関する講義も行いました。

○使用した資料

○人にばかり頼らず自分自身で災害に備えることの大切さを改めて実感した。（短期大学）
○被災経験がないので災害の怖さはわからないが、備えておくべきものを考えるきっかけとなった。（短期大学）
○警戒レベルについて、よく理解できた。（任意団体）
○身近な話で理解しやすかった。（任意団体）
○自分には関係ないと頭の片隅にあったが、話を聞いて心配になった。（任意団体）
○自分の身をいかに守るべきなのかを考えさせられた。（自治会）
○地域の横のつながりがこれからも大切にしたいと感じた。（自治会）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

○実施の結果

王寺町の取組状況
（水防団との連携強化）

取組機関名 王寺町

具体的取組 水防活動の強化に関する事項

主な内容 水防団（消防団含む）との伝達訓練の実施

○日時・実施内容

７月 ４日 豪雨対応
８月１５日 台風第１０号対応

１０月１２日 台風第１９号対応

昨年度から引き続き、水防団（消防団）の水防出動時、正副団長及び各分団の分団長を一度本部に召集し、水防団としての
活動方針に対する認識を一致させるように図りました。
避難広報の際の注意事項や警戒すべき場所を全団員が共通認識として持つことで、安全かつ効率的な避難誘導や警戒活
動を実施することができました。
西和消防署の署員にも町災害対策本部に入ってもらい水防団（消防団）との連携を図り、スムーズな情報共有ができました。

○対応の様子

【メリット】
○避難広報の方針、タイムラインの確認等を実施することで、全町的に統一された対応をとることができている。
○連絡、通信手段の確認、徹底をすることができた。
○出動人員の把握等がスムーズにできた。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

広陵町の取組状況
（ハザードマップの作成）

取組機関名 広陵町

具体的取組 ハザードマップの作成

主な内容 広陵町内の洪水ハザードマップの作成

●平成２１年４月に作成した広陵町洪水ハザードマップを見直し、令和２年３月版を作成した（令和２年７月号
広報に挟み込み、町内の各世帯に配布予定）。

○広陵町洪水ハザードマップの作成

○広陵町洪水ハザードマップ
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

広陵町の取組状況
（広陵北小学校区合同防災訓練＆防災フェスタ）

取組機関名 広陵町

具体的取組 水防活動の強化に関する事項

主な内容 各関係機関と連携した水防訓練の実地

○防災訓練の様子
●「水害に備えて」出前講座
浸水危険区域、避難勧告発令基準をスライドを用いて講演

○日時等
・訓練内容：各大字で、安否確認訓練・避難誘導訓練

体育館内：水害防災講演・防災クイズ・AED体験・防災物品の展示
駐車場 ：煙体験・消火訓練・土嚢作り体験・炊きだし体験・消防車の展示

・日時 ：令和元年７月６日 ９時～正午
・場所 ：各区の一時避難場所・広陵北小学校
・主催 ：広陵町
・共催 ：広陵北小学校区自主防災会
・協賛 ：広陵北小学校・広陵町女性消防団・広陵町防災士ネットワーク
・参加者 ：広陵北小学校区住民及び自警団

●土嚢作り体験
各自警団が土嚢作りを体験

〈アンケート結果について〉
・一時避難訓練、安否確認訓練、避難誘導訓練ともに回答者の約９０％の方がうまくできたという回答があり、各々の自主防災会においてうまく
連携がとれていたことが考えられます。

・避難勧告、避難指示（緊急）、高齢者等避難開始について、意味を知っている理解されている方が約９０％おられましたが、残りの約１０％
の方について、有事の際、役場から発令したとしても避難の判断がうまくできない可能性が考えられることから、今回実施した防災講演会を
今後も継続していく必要があります。

・避難を開始するきっかけとして住まい周辺の悪化を回答している方が約４０％おられ、場合によっては避難の判断が遅れ、避難できない状況に
陥る可能性も考えられるため、早めの避難の意識を持っていただけるよう呼びかけていく必要があります。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

河合町の取組状況
（タイムラインの作成）

取組機関名 河合町

具体的取組 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新・活用に関する事項

主な内容 大和川にかかる避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成及び公表

○タイムライン

○取り組み内容
大雨や台風などの災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、対応の遅れを防ぐために防災行動「いつ」「誰

が」「何をするか」と実施主体を時系列で整理したタイムラインを作成しています。

○ タイムラインを町ホームページに掲載し、公表しています。

台風の接近・上陸に伴う大和川の洪水を対象とした、河合町の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

大和川河川事務所 住民等気象・水象情報

水防団待機水位到達
板東水位観測所（水位２．０m）
保田水位観測所（水位２．０ｍ）

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
板東水位観測所（水位３．０m）
保田水位観測所（水位３．０m）

避難判断水位到達
板東水位観測所（水位３．５m）
保田水位観測所（水位４．０m）

洪水予報（はん濫注意情報）

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
板東水位観測所（水位４．１m）
保田水位観測所（水位５．２m）

洪水予報（はん濫危険情報）

水防警報（出動） １号動員体制

２号動員体制

【レベル4】
避難勧告

○HPで気象、水位情報の把握（体制解除まで随時実施）

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（はん濫発生情報）

【レベル4】
避難指示(緊急)

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨・洪水警報発表（奈良地方気象台）

○台風に関する気象庁記者会見
（※社会的に影響が大きいと考えられる場合）

氾濫発生

○施設（樋門等）の点検・操作確認

○首長若しくは代理者の登庁

○リエゾンの派遣

○体制の確認、休校の判断等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○災害対策機械の派遣

◇台風予報 -72h
-48h

-24h

-8h

-2h

0h

◇大雨特別警報発表

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

-1h

○テレビ、ラジオ、インターネット等に
よる気象警報等の確認

防災無線、携帯メール等

○避難の準備（要配慮者以外）

○防災無線、テレビ、インターネッ
ト、携帯メール等による大雨や河
川の状況を確認

○CCTVによる監視

【注意体制】

【非常体制】

○樋門等の操作について操作員へ連絡

○応援体制の確認・要請（防災エキスパート等）

○漏水・侵食情報提供

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○消防団等への注意喚起

○各災害対策班で災害応急対応

○ハザードマップ等による避難所・避
難ルートの確認

避難解除

※台風上陸

※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。
また、暴風警報等の発表などにも留意し、体制
や対応を考慮します。

○災害・避難カードの確認
○防災グッズの準備

○自宅保全
◇大雨・洪水注意報発表（奈良地方気象台）

○台風説明会（奈良地方気象台、大阪管区気象台）

○ホットライン
（奈良地方気象台）

【第一警戒体制】

○樋門操作員の待避検討

【第二警戒体制】

○災害対策機械の派遣要請

○避難者への支援

○大雨特別警報の住民への周知

○避難指示の発令判断

○消防団員の避難指示

○各災害対策班で災害応急対応
○関係機関へ支援要請（奈良県、自衛隊等）

○避難勧告の発令判断

○避難所開設

○情報収集、被害状況の報告（体制解除まで随時実施）

○現地パトロール（体制解除まで随時実施）

○特別警報の受信

○避難所での待機

○状況によっては避難所へ行かず自
宅2階へ避難

○自治会・自主防災会による要配慮者
名簿確認と避難支援の準備

情報連絡体制

○公民館の開放等を依頼
○自治会長、自主防災組織

○災害対策本部設置

避難指示解除

防災無線、携帯メール等

防災無線、携帯メール等

防災無線、携帯メール等

○必要に応じて、河川の状況等に関して助言の要請
○必要に応じて、気象状況等に関して問合せ

○ホットライン（奈良地方気象台）

○ホットライン（奈良地方気象台）

○HP等で気象、水位情報の把握（体制解除まで随時実施）

○洪水予報の準備、調整大阪管区気象台

○必要に応じて、河川の状況等問合せ
（奈良地方気象台）

河合町

気象警報情報

防災無線

３号動員体制

○必要に応じて、気象状況等に関して助言の要請

○避難準備情報の発令判断

○ホットライン

◇台風に関する奈良県気象情報（随時）

※時間軸については、
平成25年18号台風を引

きのばして想定してお
り、実際の気象状況や
台風のコースにより異な
ります。

※本タイムラインは大和川洪水予報区間の河合町の区間（30.1k～34.0k付近）及び曽我川水位周知情報区間の河合町の区間（0.0k～1.2k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（内閣府：平成27年8月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。

【河合町・大和川河川事務所】

○記者発表（決壊・はん濫）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○決壊した場合に備えた準備
（協定業者への派遣依頼・はん濫想定の用意・記者発表の準備 等）

○ホットライン（決壊、はん濫）

○ホットライン（危険度、現象の予測）

危険箇所で避難判断水位到達
板東水位観測所（水位４．１m）
保田水位観測所（水位４．２ｍ）

【レベル3】
避難準備・高齢者
等避難開始情報

危険箇所で氾濫危険水位到達
板東水位観測所（水位４．７m）
保田水位観測所（水位５．４ｍ）

全員避難開始

大和川水系
大和川・曽我川

危険箇所で堤防満杯水位が想定
板東水位観測所（水位５．８m）
保田水位観測所（水位６．９ｍ）
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

河合町の取組状況
（河合町総合防災マップ（ハザードマップ）見直し）

取組機関名 河合町

河合町総合防災マップ見直し

主な内容 浸水想定区域等の見直し

具体的取組

○取り組み内容

○総合防災マップ（2020年3月版）

〇県では、水防法改正により、平成２７年７月に浸水想定区域の見直しが行われ、それに伴い河合町でも当該浸水
想定を基に総合防災マップの見直しを行った。

○ タイムラインを町ホームページに掲載し、公表しています。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

大淀町の取組状況
（水災害意識啓発の実施）

○参加機関からの感想
○土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域のマップを配布しているが、区域がどのような基準により指定されているか理解
が得られ、水災害における対応についての意識が高められた。

取組機関名 大淀町

具体的取組 水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報

主な内容 出前講座の実施

○実施の様子

○日時・参加機関
開催日
平成30年 9月 2日（日） 北野区

9月 3日（月） 北六田区
11月10日（土） 新町１丁目区
11月11日（土） 増口区
11月28日（水） 高見台区

・内容：災害（地震・風水害）の状況及び対処法など

・概要：平成30年度に５地区、約300名に土砂災害や洪水などの水害に対す防災関係出前講座を行った。
町職員が土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域の状況を説明し、災害発生時における町、地域、家庭や
個人の対応方法などについて講演を行った。

出前講座説明資料
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良県の取組状況
（洪水を安全に流すためのハード対策の実施）

取組機関名 奈良県、奈良土木事務所、郡山土木事務所、高田土木事務所、中和土木事務所

具体的取組

主な内容

○整備計画に基づく河川改修

洪水を河川内で安全に流す対策に関する事項

整備計画に基づく河川改修の実施

高田川（護岸改修工事）

地蔵院川（護岸改修工事）富雄川（井堰改修工事）

計画堤防断面に対して高さや幅が不足している区間では、洪水により氾濫する恐れがあります。
洪水を河川内で安全に流す対策としては、学識経験者や地方公共団体の長や住民の方々等の意見を踏まえて策定

された「大和川水系河川整備計画」に基づいて改修工事を実施しています。

○令和元年度整備箇所 令和元年度に改修工事を実施した主要な箇所について紹介します。

富雄川内水地域では、慢性的に浸水被害が発生してい
ることから、河川改修を行っています。

令和元年度は、河川改修に伴う井堰上部工事を実施し
ています。

地蔵院川では、浸水常襲地域となっていることから、河
道拡幅と遊水地整備を行って、浸水被害の軽減を図って
います。

令和元年度は、護岸工事を実施しています。

高田川では、概ね10年に一度の確率で発生する降雨の
洪水を安全に流下させるため、河川改修を行っています。

令和元年度は、河川改修に伴う護岸工事を実施していま
す。

寺川（井堰改修工事）
寺川では、概ね10年に一度の確率で発生する降雨の洪

水を安全に流下させるため、河川改修を行っています。

令和元年度は、河川改修に伴う井堰上部工事、下部工事
を実施しています。
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良県の取組状況
（ホットラインの構築・実施）

取組機関名
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、大淀町、奈良県、奈良土木事務所、郡山土木事務所、
高田土木事務所、中和土木事務所

具体的取組

主な内容

○県・市町村間のホットラインの構築、運用開始

県～市町村間のホットラインの整備に関する事項

ホットライン構築による県・市町村の連絡体制強化、住民への情報提供の確実な実施

県・市町村間の洪水対応ホットラインを構築し、大和川水系では平成30年6月1日から運用しています。

ホットライン概念図

避難情報 水防活動等

避難完了

避難勧告／避難指示（緊急）

避難準備・高齢者等避難開始

水防団出動

水防団配備

市町村（水防管理団体）

水防周知河川 危険度レベル

氾濫等の発生

氾濫危険水位

避難判断水位

水防警報（出動） 氾濫注意水位

水防警報（準備） 水防団待機水位

[水防情報]

土木事務所（河川管理者）

ライン②

ライン①

実施記録表（例）

実施内訳

今年度のホットラインは6月21日、7月23日、25日、8月16日（台風10号）、19日、10月12日（台風19号）に行わ
れて、大和川水系では合計30回（ライン① 25回、ライン② 5回）でした。土木事務所から市町村へ危険水位到達
情報などが伝えられました。

○実施状況

6月21日 高田土木→各市町村：ライン① 2回（葛下川）
7月23日 高田土木→各市町村：ライン① 2回（葛下川）
7月25日 奈良土木→各市町村：ライン① 2回、ライン② 1回（能登川、地蔵院川、布留川）

郡山土木→各市町村：ライン① 1回、ライン② 1回（地蔵院川）
8月16日 奈良土木→各市町村：ライン① 1回（秋篠川）

郡山土木→各市町村：ライン① 2回（秋篠川、竜田川）
8月19日 奈良土木→各市町村：ライン① 2回、ライン② 2回（能登川、地蔵院川）

郡山土木→各市町村：ライン① 2回、ライン② 1回（地蔵院川）
10月12日 高田土木→各市町村：ライン① 3回（葛城川）

中和土木→各市町村：ライン① 8回（寺川、飛鳥川、曽我川）

○感想等
避難情報発令の判断材料となる危険水位などの情報を、河川管理者から市町村へ直接電話により伝えることで、

情報伝達の遅れや漏れを防ぐことができました。
今年度の運用を踏まえて、限られた時間の中で迅速かつ的確に情報伝達できるように、協議会の場を活用して情

報の伝達方法等について確認することが必要です。

実施後速やかに県土木事務所は県河川課に実施記録にて報告しました。

県管理河川は中小規模の河川
が多く、急激な水位上昇も考えら
れることから、避難の判断につな
がる情報の遅れや漏れを防ぐた
め、河川管理者から、避難勧告
等の発令の判断する市町村長等
へ直接電話により伝達する仕組
みです。

ホットラインの概要

【〇〇土木事務所】

水位観測所 観測時刻 ライン・危険水位

令和　年　月　日 　時　　分 　時　　分

令和　年　月　日 　時　　分 　時　　分

令和　年　月　日 　時　　分 　時　　分

【連絡・確認事項】

【連絡・確認事項】

伝達内容

【連絡・確認事項】

日時 連絡時刻 発信者 受信市町村 受信者 対象河川
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良県の取組状況
（水防訓練の実施）

取組機関名 桜井市、奈良県、中和土木事務所、近畿地方整備局大和川河川事務所

具体的取組

主な内容

○日時・参加機関

水防活動の強化に関する事項

関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）

○感想等

県民の防災意識の向上、関係機関の連携強化、防災技術の向上、地域防災力の向上が期待されます。

・日 時：令和元年8月31日(土)
・参加機関：航空自衛隊幹部候補生学校、桜井市、桜井市消防団、奈良県県土マネジメント部河川課

・中和土木事務所
（毎年県内市町村で持ち回りで実施）

・場 所：桜井市芝運動公園
・概 要：令和元年度奈良県防災総合訓練を開催しました。

奈良県防災総合訓練は防災関係機関等の参加と住民の協力を得て、総合的な防災訓練を行うことによ
り、防災関係機関等の連携体制の強化及び住民の防災意識の高揚を図ることを目的として毎年実施し
ています。
水防訓練では、関係機関が協力して、河川パトロールによる決壊箇所発見から、土のう作製、積み土
のう設置(改良土のう着工) 訓練を実施しました。

○訓練の様子

訓練開始前 土のう作製

積み土のう設置 積み土のう設置
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良県の取組状況
（防災学習の実施）

取組機関名 奈良県

具体的取組

主な内容

○日時・参加機関

防災教育や防災知識の普及に関する事項

不動産関係者を対象とした水災害教育の実施

○感想等

・県民が不動産購入の際に住宅等を購入・改築する際に土地の災害リスクの把握や災害リスクを軽減・回避する努力
を促すことが期待できます。

・日 時：令和元年9月20日(金)
・参加機関：（公社）不動産保証協会奈良県本部、奈良県県土マネジメント部河川課

不動産関連団体約100名が参加しました。
・場 所：大和郡山城ホール
・概 要：住宅等を購入･改築する際に不動産業者から土地の災害リスクの把握や、災害リスクを軽減･回避する努力を

促すことができるよう不動産保証協会の法定義務研修会にて講義を行いました。
奈良県の治水対策について説明後、水害リスクの確認として洪水浸水想定区域図の説明、出水時に避
難判断の材料となる情報収集の方法として奈良県ホームページ等を紹介しました。

○学習の様子

出前トークの様子

出前トークの様子

出前トークの様子
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

気象庁 奈良地方気象台の取組状況
（平成31年度出水期の災害発生事例の振り返り等）

取組機関名 奈良県、中小河川洪水により災害の発生する可能性のある県内市町村、奈良地方気象台（気象庁）

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 地方公共団体防災担当者向け気象防災ワークショップ（中小河川洪水災害編）を県と共催

○日時・参加機関
令和２年
１月14日(火) 奈良県（開催場所：奈良県庁。県防災統括室の職員を対象に「土砂災害編」でワークショップを実施）
２月３日(月) 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、五條市、香芝市、安堵町、川西町、上牧町、

王寺町、広陵町、河合町（13市町17名参加）

・実施までの経緯：令和元年10月30日(水)～12月18日(水)の間、県内全市町村の防災担当者を訪問し、防災気象情報の
利活用に関する懇談を実施した際に「気象防災ワークショップ」の説明を行ったところ、毎年奈良県と共同
で行っている研修で開催の要望があり、奈良県からの協力も得られたため、２月３日に県と気象台の共催
でワークショップを実施した。

○ワークショップ実施の様子

設問に対する各班での討論の様子気象台職員による設問の状況説明の様子 設問に対する各班からの発表の様子

• 防災気象情報は種類が多く、気象台がどの情報がどのくらいの危機感を持って注意・警戒を呼び掛けているのか、整理で
きていないところがあったが、ワークショップ冒頭の事前学習である程度整理できたので、グループワークには割とすんな
り入ることができた。

• 市町村内の自主防災組織のリーダークラスや防災士を対象にこのワークショップを実施すれば、地域住民の防災意識の
向上に寄与できると思われる。自市町村内でのワークショップ実施を検討したい。

• 激しい気象現象発生時は、隣接市町村の警報・注意報の発表状況も気にしており、隣接市町村間で気象状況や災害発生
状況等を互いに情報交換しているが、今回のワークショップでは県北西部の市町村を中心に隣接市町村以外ともグルー
プワークを実施した。隣接していない市町村の防災担当者がどのようなことを考えて防災対応に当たっているのか生の体
験談を情報共有できたことで、今後の防災対応に役立てられると思われる。

• なお、このワークショップ開催は事前に報道発表していたため、当日奈良新聞が取材に来られ、翌2月4日の奈良新聞に写
真付きで記事が掲載された。

○参加機関からの感想等
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

気象庁 奈良地方気象台の取組状況
（令和元年度出水期の災害発生事例の振り返り）

取組機関名 職場体験学習（中学生）

具体的取組 防災気象情報等に関する事項

主な内容 防災気象情報、メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ等）・利活用の促進

○概要
・奈良県内に大きな被害が発生した平成29年台風第21号を本ワークショップの事例とし、自
分が通う学校の校区内にある洪水浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内にある家の家族の
一員であるとき、台風が接近・上陸する場合、どのタイミングでどう行動すべきなのかにつ
いて3人1組でグループ学習を実施。
・同ワークショップでは、防災気象情報や避難に関する情報を確認・グループ内での認識を
共有し、家族とどう連絡を取り合うのか、どう避難するのかシミュレーションを行い、発表
も実施。

○振り返りの様子

○感想

〇学校の校庭が浸水想定区域内にあるので、避難所に指定されている自分の通う中学校以
外に避難することを考える必要がある。
〇非常時は電話がつながりにくく、家族間の連絡が難しくなるので、あらかじめ家族間で
非常時の連絡体制を話し合っておく必要がある。

講義風景

課題についてグループ討議中 職場体験学習を先⽣が⾒学

事前アンケートの回答中
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

大和川河川事務所の取組状況
（重要水防箇所合同巡視）

取組機関名 奈良市、大和郡山市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、王寺町、広陵町、河合町、奈良県、
奈良土木事務所、郡山土木事務所、中和土木事務所、高田土木事務所、近畿地整（大和川河川事務所）

具体的取組 水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項

主な内容 重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施

○参加機関からの感想
○他市域を合同巡視することで、他市の水防情報や水防団による水防活動なども情報共有ができるので、今後の水防活動
に役立てていきたいと思います。
○H29年の台風21号における被害や河川水位の状況を知ることができ、自市に存在する河川の巡視だけでは知る事ができ
なかったことがあり大変参考になりました。
○重要水防箇所の基準に照らし合わせて、堤防高・断面などの状況を実際に視察でき、危険性などを学べて良かった。

○巡視の様子

○日時・参加機関
大阪府
12月16日(月) 柏原市、松原市、藤井寺市、八尾市、大和川右岸水防事務組合、大阪府、大阪管区気象台
12月17日(火) 松原市、大阪市、堺市、大和川右岸水防事務組合、大阪管区気象台

奈良県
12月19日(木) 三郷町、斑鳩町、奈良県、奈良県郡山土木事務所、奈良地方気象台
12月20日(金) 安堵町、大和郡山市、奈良県、奈良県奈良土木事務所、奈良県郡山土木事務所
12月23日(月) 河合町、広陵町、三宅町、川西町、奈良県、奈良県高田土木事務所
12月25日(水) 王寺町、奈良県、奈良県高田土木事務所
大和川河川事務所を含め 21機関 延べ人数100名で実施しました。

・場所：大和川下流（大阪府域）
・概要：大和川において迅速かつ的確な水防活動に資するために、水防事務組合・大和川沿川自治体・大和川河川事務所
が合同で、重要水防箇所や、水防備蓄資材の状況を巡視しました。重要水防箇所評定基準の見方、洪水時の注意点を踏ま
えて、現地の状況を確認しました。

柏原市上市地先 松原市天美北地先 堺市堺区浅香山地先

三郷町勢野西地先 広陵町菅野地先 三宅町小柳地先

奈良県

大阪府

八尾市若林地先

安堵町笠目地先
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共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

大和川河川事務所の取組状況
（近畿地方整備局河川部と大和川河川事務所で水防演習を開催）

大和川河川事務所

具体的取組 水防活動の強化に関する事項

主な内容 関係機関が連携した実働水防訓練の実施

○参加者の声

○土のう積が想像以上に大変であることを身をもって知った。
○普段の業務で経験することがないので、良い経験になった。
○出前講座等で一般住民への説明に活かせると思った。
○技術の伝承と学んだ技術を忘れないため日々の訓練が大事と感じた。

○講習の様子

○概要

取組機関名

■日 時 ： 令和元年8月28日（木）13：30～17：00
■場 所 ： 大和川河川事務所 堺出張所
■参加者 ： 41名 水防技術専門家1名、近畿河川技術伝承会2名、

河川部20名、大和川河川事務所18名
（夏期研修生2名含む）

■概 要 ：
職員を受講対象として、水防の基礎知識、実際の水防工法を体験し、水防活動の概要を理

解することを目的とし、水防技術専門家 永氏と近畿河川技術伝承会の方々を講師に迎え、
実習を行いました。

水防活動の意義・位置付け、水防工法の事例等を学んだ後、実際に土のうを作成し、積土
のう工・釡段工を作成し水防への理解を深めました。

↓座学の様子

↓土のうの作り方を学びます。

講師

講師

↓積土のう工：すべり防止に土を撒きます。 ↓積土のう工：タコ槌で突き固めます。

↓釡段工を作ります。 ↓釡段工が完成しました。

位置図

堺出張所
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防災気象情報と警戒レベル等との対応及び 
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